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平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容

Ⅰ 税制改正等への対応

１．法人税関係改正への対応

(1) 法人税率の引き下げ[2016年07月版]

① 改正の概要

普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率が23.9％から23.2％(平成28年４月１日

から平成30年３月31日までの間に開始する各事業年度については23.4％)に引き下げられました。

当改正は、平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます(法法66、平成28年改正

法附則26)。

改正前 改正後

法人の区分

27.4.1以後開始 28.4.1以後開始 30.4.1以後開始

普通法人 中小法人 年800万円以下の部分 15％ 19％(15％) 19％

年800万円超の部分 23.9％ 23.4％ 23.2％

中小法人以外の法人 23.9％ 23.4％ 23.2％

一般社団法人等及び公 年800万円以下の部分 15％ 19％(15％) 19％

益法人等とみなされて

いるもの 年800万円超の部分 23.9％ 23.4％ 23.2％

人格のない社団等 年800万円以下の部分 15％ 19％(15％) 19％

年800万円超の部分 23.9％ 23.4％ 23.2％

(注)表中、かっこ内の税率は、平成29年３月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

② システムの対応

別表1(1)次葉の計算処理を、事業年度に応じた税率を適用して法人税額を計算するように改訂しました。

(2) 欠損金の繰越控除制度等の見直し[2016年07月版]

① 改正の概要

1) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し

中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。)の欠損金及

び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合の段階的な引下げ措置に

ついて、次のとおり改正されました(法法57①、58①、平成27年改正法附則27②)。

改正前 改正後

事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合

27.4.1～29.3.31 100分の65 27.4.1～28.3.31 100分の65

28.4.1～29.3.31 100分の60

29.4.1～ 100分の50 29.4.1～30.3.31 100分の55

30.4.1～ 100分の50

2) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し

欠損金額の繰越期間を９年から10年に延長する措置について、平成30年４月１日以後に開始する事業年度(改

正前：平成29年４月１日以後に開始する事業年度)において生ずる欠損金額から適用することとされました(法

法57①、58①、平成27年改正法附則27①)。

− 1 −
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② システムの対応

[別表1･3 法人税額の計算基礎]ワーキングシート(メニュー332-1)の[繰越欠損金の所得金額控除限度額]区分の

選択肢(所得金額の一定割合に制限する場合の項目名)を、事業年度に応じて次のように切り替えるようにしまし

た。

1.平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に開始する事業年度 「所得金額の６５％」

2.平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に開始する事業年度 「所得金額の６０％」

3.平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に開始する事業年度 「所得金額の５５％」

4.平成30年４月１日以後に開始する事業年度 「所得金額の５０％」

[別表1･3 法人税額の計算基礎]ワーキングシートの[法人税額の計算基礎]タブ

別表7(1)及び第6号様式別表9の「所得金額控除限度額」は、当区分の選択に応じて計算します。

事業年度に応じて選択肢

の項目名を切替

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 2 −
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(3) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設[2016年10月版]

① 制度の概要

改正地域再生法の施行の日(平成28年４月20日)から平成32年３月31日までの間に、地域再生法に規定する認定

地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特

定寄附金)を支出した場合には、次のとおり、地方税は事業税において寄附額の10％、住民税において寄附額の20

％を税額控除することとされ、住民税の税額上限に達し、寄附額の20％が控除できない場合に、控除できなかっ

た部分を法人税において、寄附額の10％を上限に税額控除することとされました。

1) 事業税

事業税額から、特定寄附金の額の合計額(分割法人にあっては、当該合計額を事業税の課税標準の分割基準に

よりあん分して計算した金額)の10％相当額(上限：事業税額の20％)を税額控除(地法附則9の2の2、地方法人特

別税等に関する暫定措置法2②)

2) 住民税

法人税割額から、特定寄附金の額の合計額(分割法人にあっては、当該合計額を法人税割の課税標準の分割基

準である従業者数によりあん分して計算した金額)の次の割合に相当する金額(上限：法人税割額の20％)を税額

控除(地法附則8の2の2)

1.道府県民税：5％

2.都民税：(特別区分)20％、(市町村分)5％

3.市町村民税：15％

3) 法人税

調整前法人税額から、次の算式により計算した金額のうちいずれか少ない金額(上限：調整前法人税額の5％)

を税額控除(措法42の12の2①)

Ａ：特定寄附金の額(注１)の合計額 × ２０％ －
その特定寄附金の支出について法人住民税から

控除される一定の金額(注２)

Ｂ：特定寄附金の額(注１)の合計額 × １０％

(注１)その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限ります。

(注２)「(調整前法人税額 ＋ 加算調整額 － 税額控除額) × 1.4％又は2.58％」により計算した金額(措

令27の12の2①、平成28年改正措令附則15①)

財務省「平成28年度 税制改正」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 3 −
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これに伴い、地方税については、都道府県提出用の第7号の3様式及び市町村提出用の第20号の5様式「特定寄

附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」が新設されました。

法人税については、別表6(17)「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特

別控除に関する明細書」が新設されました。

② システムの対応

1) 申告書別表の作成

[別表14(2)等 寄附金の損金算入・特定寄附金の特別控除]ワーキングシートに[特定寄附金(企業版ふるさと

納税)]タブを追加して、特定寄附金の明細を入力できるようにしました。

入力された明細に基づき、別表6(17)、第7号の3様式及び第20号の5様式を作成して、各税額控除額を自動計

算します(6･7頁参照)。

また、特定寄附金は地方公共団体に対する寄附金であることから、当該明細を、別表14(2)「指定寄附金等に

関する明細」の各欄に表示します。

[別表14(2)等 寄附金の損金算入・特定寄附金の特別控除]ワーキングシートの[特定寄附金(企業版ふるさと納税)]タブ

2) 検討表の追加

地方税の控除額の計算内容を、申告先別に一覧で確認できる申告検討表として、「都道府県税(事業税・都道

府県民税)の特定寄附金の控除額の一覧確認表」及び「市町村民税の特定寄附金の控除額の一覧確認表」を[335.

申告検討表の印刷]メニューで印刷できるようにしました(8頁参照)。

特定寄附金は、別表14(2)

ワーキングシートで入力

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 4 −
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■「特定寄附金の明細」の各申告書別表への表示

別表14(2)等 寄附金ワーキングシート 【別表14(2)】

「特定寄附金の明細」を入力 「指定寄附金等に関する明細」

損金不算入額の計算 【別表4】

【別表6(17)】

「特定寄附金に関する明細」

法人税の特別控除額の計算 【別表1(1)等】

【第7号の3様式】

「特定寄附金に関する明細」

事業税・都道府県民税の控除額の計算 【第6号様式】

【第20号の5様式】

「特定寄附金に関する明細」

市町村民税の控除額の計算 【第20号様式】

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 5 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 6 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 7 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 8 −
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(4) 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度)の整備[2016年07月版]

① 改正の概要

1) 雇用促進税制の見直し

基準雇用者数に係る措置について、税額控除限度額の計算の基礎となる基準雇用者数が「特定地域基準雇用

者数」に変更された上で、その適用期限が平成30年３月31日まで２年延長されました(措法42の12①)。

税額控除限度額は、次の算式により計算しますが、特定地域基準雇用者数が適用年度の基準雇用者数(注１)

を超える場合には、その基準雇用者数とされます。

税額控除限度額 ＝ 40万円 × 特定地域基準雇用者数

特定地域基準雇用者数とは、適用年度開始の日において地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地

域内に所在する事業所(注２)においてその適用年度に新たに雇用された次の要件を満たす雇用者でその適用年

度終了の日においてその事業所に勤務するものの数(その数がその事業所のみをその法人の事業所とみなした場

合におけるその適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除します。)として所定の

証明がされた数をいいます(措法42の12⑤五)。

1.その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無

期雇用)

2.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者でないこと(フルタイム)

(注１)その適用年度において地方事業所基準雇用者数に係る措置(措法42の12②)の適用を受ける場合には、そ

の適用に係る地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となった地方事業所基準雇用者数を控除します。

(注２)その適用年度において地方事業所基準雇用者数に係る措置(措法42の12②)の適用を受ける場合には、そ

の適用に係る特定業務施設を除きます。

2) 所得拡大促進税制との重複適用措置の整備

所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の4))と重複して適

用することができることとされました。詳細は、次の(5) を参照してください。

② 適用時期

平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます(平成28年改正法附則85)。

国税庁「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 9 −
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③ システムの対応

[別表6(16) 雇用者数増加の特別控除]及び[別表6(16) 雇用者数増加の特別控除(地方事業所)]の各ワーキング

シートを改訂して、改正後の別表6(16)及び別表6(16)付表を作成できるようにしました。

[別表6(16) 雇用者数増加の特別控除]ワーキングシート

(5) 所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)の整備[2016年07月版]

① 改正の概要

雇用促進税制(措法42の12)と重複して適用することができることとされ、重複して適用する場合には、所得拡

大促進税制における税額控除限度額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、雇用促進税制における税額

控除限度額の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者

数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額として次の算式により計算した金額を控除した金額とされま

した(措法42の12の4①、措令27の12の4①)。

雇用者給与等支給増加額から控除する金額 ＝ (Ａ ＋ Ｂ) × ３０％

Ａ：適用年度に係る次の金額

雇用者１人当たりの給与等支給額(注１) × (特定地域基準雇用者数＋地方事業所基準雇用者数)

(注１)Ａにおける雇用者１人当たりの給与等支給額とは、適用年度の雇用者給与等支給額をその適用年度終了の日における

雇用者の数で除して計算した金額をいいます(措令27の12の4①一)。

特定地域基準雇用者数の計算に

関する欄を追加

内閣府「平成28年度税制改正要望結果・参考資料集」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 10 −
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Ｂ：適用年度前各事業年度(注２)に係る次の金額の合計額(注３)

雇用者１人当たりの給与等支給額(注４) × 地方事業所基準雇用者数(注５)

(注２)適用年度前各事業年度とは、その適用年度開始の日前に開始した各事業年度をいいます。

(注３)次の場合のいずれにも該当する場合に計算します(措令27の12の4①二)。

1.適用年度において雇用促進税制の地方事業所特別基準雇用者数に係る措置(措法42の12③)の適用を受ける場合

2.適用年度前各事業年度において雇用促進税制の地方事業所基準雇用者数に係る措置(措法42の12②)の適用を受けた場合

(注４)Ｂにおける雇用者１人当たりの給与等支給額とは、適用年度開始の日前に開始した事業年度で雇用促進税制の地方事

業所基準雇用者数に係る措置(措法42の12②)の適用を受けた事業年度の雇用者給与等支給額をその事業年度終了の日にお

ける雇用者の数で除して計算した金額をいいます(措令27の12の4①二)。

なお、その事業年度において所得拡大促進税制の適用を受けなかった場合には、適用年度に係る比較雇用者給与等支給

額を雇用者給与等支給額として計算することができます(措令27の12の4③)。

(注５)適用年度における雇用促進税制の地方事業所特別基準雇用者数に係る措置(措法42の12③)の適用に係るその移転型計

画の特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における適用年度前各事業年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合

には、その超える部分の数を控除します(措令27の12の4②)。

これに伴い、雇用者給与等支給増加額から控除する金額を計算するための書式として、別表6(19)付表「雇用

者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」が新設されました。

② 適用時期

平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます(平成28年改正法附則85)。

③ システムの対応

[別表6(19)等 給与等支給額増加の特別控除]ワーキングシートに[雇用促進税制との重複適用]区分と[重複基準

額]タブを追加して、重複適用する場合には別表6(16)、別表6(16)付表、別表6(19)及び別表6(19)付表を同時に作

成できるようにしました。

[別表6(19)等 給与等支給額増加の特別控除]ワーキングシートの[重複基準額]タブ

別表6(19)付表(13頁参照)は、[雇用促進税制との重複適用]区分が[する]の場合に作成します。

「当期雇用者給与等支給増加重複基準額(5)」(上記①Ａの金額)は、自動計算しますので、計算基礎の入力は

ありません。「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額(6)」(上記①Ｂの金額)は、[重複基準額]タブの入力

に基づき計算します。

別表6(16)と別表6(19)を両方作成する場合は[する]を選択

(初期値：別表6(16)ＷＳを入力済みの場合に[する])

[重複基準額]タブは、次の条件にすべて該当する場合に入力(措令27の12の4①二)

1.当期に雇用促進税制と所得拡大促進税制を重複適用

2.当期に雇用促進税制の地方事業所特別基準雇用者数に係る措置(措法42の12③)を適用

3.過年度に雇用促進税制の地方事業所基準雇用者数に係る措置(移転型)(措法42の12②)を適用

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 11 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 12 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 13 −
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(6) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例の創設[2017年02月版]

① 制度の概要

青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法の特定事業を実施する一定

の法人に該当するもの(注１)が、その各事業年度(注２)において、国家戦略特別区域内において行われる特定事

業に係る所得の金額として一定の金額を有する場合には、その金額の20％相当額の所得控除ができることとされ

ました。なお、次の規定の適用を受ける事業年度においては、本制度は適用されません。

1.国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除(措法42の10①②)

2.国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(措法42の11①

②)

3.沖縄の認定法人の所得の特別控除(措法60)

(注１)改正国家戦略特別区域法の施行の日(平成28年９月１日)から平成30年３月31日までの間に国家戦略特別

区域法の指定を受けたものに限ります。

(注２)その内国法人の設立の日から同日以後５年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度等に限りま

す。

これに伴い、所得の特別控除額を計算するための書式として、別表10(2)「国家戦略特別区域における指定法

人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書」が新設されました。

② システムの対応

[別表10(2) 国家戦略特別区域の所得の特別控除]ワーキングシートを追加して、別表10(2)を作成できるように

しました。

[別表10(2) 国家戦略特別区域の所得の特別控除]ワーキングシート

別表10(2)で計算した所得の特別控除額は、

別表4へ自動転記

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 14 −
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(7) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除[2016年07月版]

① 改正の概要

次の適用期限をもって廃止されました(平成28年旧措法42の12の5、平成28年改正法附則91)。

1.税額控除率の上乗せ措置 平成28年３月31日

平成28年４月１日前に取得等をして、かつ、事業供用をした特定生産性向上設備等については、従来どお

り適用されます。

2.上記以外の措置 平成29年３月31日

平成29年４月１日前に取得等をして、かつ、事業供用をした特定生産性向上設備等については、従来どお

り適用されます。

② システムの対応

[別表6(20) 生産性向上設備等の特別控除]ワーキングシートにおいて、[取得年月日]又は[事業の用に供した年

月日]欄に平成29年４月１日以後の日付が入力された場合には、エキスパートチェックを表示するようにしました。

(8) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除[2016年07月版]

① 改正の概要

税額控除率が次のとおり引き下げられました(震災特例法17の2②、④二)。

改正後

区分 改正前

28.4.1～31.3.31に取得等 31.4.1～33.3.31に取得等

機械装置 15％ 15％ 10％(注)

建物等及び構築物 8％ 8％ 6％(注)

(注)福島県又は福島県の区域内の市町村の認定地方公共団体の指定を受けた法人が取得等をしてその認定に係る

復興産業集積区域内において産業集積事業の用に供したものについては、引き続き、15％又は8％の税額控除

率が適用されます。

② 適用時期

平成28年４月１日以後に取得等をするものについて適用され、同日前に取得等をしたものについては、従来ど

おり適用されます(平成28年改正法附則137)。

③ システムの対応

[別表6(21) 復興産業集積区域等における機械等の特別控除]ワーキングシートに[福島県の区域内での事業供

用]区分を追加しました。平成31年４月１日以後に終了する事業年度の場合には、当該区分と取得年月日に基づき

税額控除率を判定して税額控除限度額を計算します。

(9) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除[2016年07月版]

① 改正の概要

平成31年４月１日以後に指定を受けた法人の税額控除率が7％(改正前10％)に引き下げられました。

(注)福島県又は福島県の区域内の市町村の認定地方公共団体の指定を受けた法人がその認定に係る復興産業集

積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に支給する給与等の額については、引き続き、10

％の税額控除率が適用されます。

② システムの対応

[別表6(22) 復興産業集積区域等における雇用の特別控除]ワーキングシートを改訂して、10％の税額控除率を

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 15 −
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適用する給与等と7％の税額控除率を適用する給与等を、それぞれ入力できるようにしました。平成31年４月１日

以後に終了する事業年度の場合には、各入力金額ごとに税額控除率を適用して税額控除限度額を計算します。

(10) 法人税申告書の様式改正[2016年07月版][2016年10月版][2017年02月版]

「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成28年財務省令第41号)」及び「租税特別措置法施行規則等の一

部を改正する省令(平成28年財務省令第62号)」で様式が新設又は改正された次の申告書別表に対応しました。

行 別表番号 別表名

1 1(1) 各事業年度の所得に係る申告書－普通法人（特定の医療法人を除く。）、一般社団法人等及

び人格のない社団等の分

2 1(2) 各事業年度の所得に係る申告書－公益法人等（一般社団法人等を除く。）及び協同組合等の

分

3 1(3) 各事業年度の所得に係る申告書－特定の医療法人の分

4 3(1) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書

5 4 所得の金額の計算に関する明細書

6 6(2) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書

7 6(2)付表1※ 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書

8 6(2)付表2※ 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行

等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書

9 6(2)付表3※ 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書

10 6(2)付表4※ 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書

11 6(2の2) 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

12 6(3) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

13 6(3)付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書

14 6(4の2)※ 外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人

税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

15 6(5) 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書

16 6(5の2)※ 外国税額の控除に関する明細書

17 6(6) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除又は中小企業者等が試験研究を行った場合の

法人税額の特別控除及び特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書

18 6(7) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書

19 6(8) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額

及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書

20 6(9) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

21 6(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

22 6(13) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

23 6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細

書

24 6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額

の特別控除に関する明細書

25 6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書

26 6(17)※ 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関す

る明細書

27 6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

28 6(19) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

29 6(19)付表※ 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書

30 6(20) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

31 6(21) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機

械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

32 6(22) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地

促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区

域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

33 6(23) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書

34 6(23)付表 前期繰越分に係る調整前法人税額超過構成額に関する明細書

35 6(24) リース特別控除取戻税額に関する明細書

36 6(25) リース資産の使用状況等に関する明細書

37 7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書

38 7(3) 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損

金の損金算入に関する明細書

39 8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書

40 8(2) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書

41 9(1) 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書

42 10(2)※ 国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書

43 10(6) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得

の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書

44 11(1) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

45 11(1の2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

46 13(9) 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

47 14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書

48 14(4) 新株予約権に関する明細書

49 14(5) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書

50 14(6) 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書

51 14(6)付表1 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び

簿価純資産価額等に関する明細書

52 14(7) リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書

53 17(3の3) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等

に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書

54 17(3の4) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等

の益金不算入額等の計算に関する明細書

55 17(3の5) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書

※新設された別表

(11) 会社事業概況書の様式改正[2016年10月版]

『平成28年６月28日 課法7-24「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法

令解釈通達)』で様式が改正された会社事業概況書に対応しました。

(注)平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒで「会社事業概況書(外国法人)」の作成機能は削除しました。

(12) 適用額明細書の記載要領の改正[2016年07月版]

適用額明細書の作成機能について、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令(平成28年財務省令第43号)」で改正された適用額明細書に記載すべき「租税特別措置法の条項」と「区分

番号」に対応しました。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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２．国際課税関係改正への対応

(1) 内国法人の外国税額控除の改正(国際課税原則の帰属主義への見直し)[2016年07月版][2017年02月版]

平成26年度税制改正により、国際課税原則の帰属主義への見直しが行われ、内国法人の外国税額控除制度につ

いて、その控除限度額の計算に当たって、国外ＰＥに帰属すべき所得(国外ＰＥ帰属所得)が国外源泉所得とされ

ました。国外ＰＥ帰属所得については、内部取引を認識し、内部取引に係る移転価格税制を適用して、その所得

金額を計算します。

① 国外所得金額の計算

外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる国外所得金額は、「法法第69条第4項第1号に掲げる国外源泉所得

(国外事業所等帰属所得)に係る所得の金額」と「法法第69条第4項第2号から第16号までに掲げる国外源泉所得(そ

の他の国外源泉所得)に係る所得の金額」の合計額とされました(法令141の2)。

これに伴い、別表6(2)「内国法人の外国税額の控除に関する明細書」の書式が、国外所得金額を「国外事業

所等帰属所得に係る所得の金額」と「その他の国外源泉所得に係る所得の金額」の合計額により計算するよ

うに改正されました。改正後の別表6(2)は、平成28年４月１日以後に開始する事業年度において適用します。

なお、平成28年４月１日前に開始する事業年度においては、別表6(5の2)「外国税額の控除に関する明細書」

(改正前(従来)の別表6(2)と同じ内容の書式)を適用します。

国税庁「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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② 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算

国外事業所等帰属所得は、内国法人が国外事業所等を通じて事業を行う場合において、その国外事業所等がそ

の内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、その国外事業所等が果たす機能、その国外事業

所等において使用する資産、その国外事業所等とその内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案し

て、その国外事業所等に帰せられるべき所得とされています(法法69④一)。

内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額は、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る益金

の額から損金の額を控除した金額とされています(法令141の3①)。「国外事業所等を通じて行う事業に係る益金の

額」及び「国外事業所等を通じて行う事業に係る損金の額」は、別段の定めがあるものを除いて、内国法人の各

事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算することとされています(法令141

の3②)。

(注)1.国外事業所等とは、国外にある恒久的施設に相当する一定のものをいいます。

2.内国法人の本店等とは、内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずる一定のものでその国外事業

所等以外のものをいいます。

3.内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事

実で、独立の事業者の間で同様の事実があったとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資

産の購入、役務の提供その他の取引が行われたと認められる一定のものをいいます。

上記の「国外事業所等帰属所得に係る所得の金額」を計算するための書式として、別表6(2)付表1「国外事業

所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書」が新設されました。

③ 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算の別段の定め

1) 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の加算調整

内国法人の国外事業所等に係る自己資本の額がその国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合

には、その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子のうちその国外事業所等に帰せられるべき資本の

額に満たない金額に対応する部分の金額を、国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、加算調整する

国税庁「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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こととされています(法令141の4)。

2) 銀行等の資本に係る負債の利子の減算調整

銀行等である内国法人の有する資本に相当するものに係る負債につき当該事業年度において支払う負債の利

子の額のうち、その内国法人の国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、国外事業所

等帰属所得に係る所得の金額の計算上、減算調整することとされています(法令141の5)。

上記1) 及び2) の調整額を計算するための書式として、別表6(2)付表2「国外事業所等に帰せられるべき資本

に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関す

る明細書」が新設されました。

3) 国外事業所等に帰せられるべき資本の額(国外事業所等帰属資本相当額)

上記1) 及び2) にある「国外事業所等に帰せられるべき資本の額」は、「資本配賦法」又は「同業法人比準法」

のいずれかの方法により計算します。

資本配賦法 内国法人の自己資本の額に、内国法 銀行等以外 資本配賦原則法(法令141の4③一イ)

人の資産の額に対する国外事業所等

に帰せられるべき資産の額の割合を 資本配賦簡便法(法令141の4⑥一)

乗じて、その国外事業所等に帰せら

れるべき資本の額を計算する方法 銀行等 規制資本配賦法(法令141の4③一ロ)

同業法人比準法 国外事業所等に帰せられる資産の額 銀行等以外 リスク資産資本比率比準法(法令141の4③二イ)

に、国外事業所等所在地国で事業を

行う同業他社の自己資本比率を乗じ 簿価資産資本比率比準法(法令141の4⑥二)

て、その国外事業所等に帰せられる

べき資本の額を計算する方法 銀行等 リスク資産規制資本比率比準法(法令141の4③二ロ)

国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算は各国外事業所等ごとに行い、計算方法についても、各国外

事業所等ごとに、資本配賦法と同業法人比準法のいずれかを選択することになります。ただし、いったん選択

した方法は、特段の事情がない限り、継続適用する必要があります(法令141の4⑦)。

なお、銀行等以外の法人の各事業年度の資本配賦原則法と資本配賦簡便法の選択には、特に制限はありませ

ん。リスク資産資本比率比準法と簿価資産資本比率比準法の選択についても同じです。

上記3) の資本の額を計算するための書式として、別表6(2)付表3「国外事業所等帰属資本相当額の計算に関

する明細書」が新設されました。

4) 保険会社の国外事業所等に帰せられるべき投資資産に係る収益の額の減算調整

保険会社である内国法人の国外事業所等に係る投資資産の額がその国外事業所等に帰せられるべき投資資産

の額を上回る場合には、その上回る部分に相当する金額(投資資産超過額)に係る収益の額を、国外事業所等帰

属所得に係る所得の金額の計算上、減算調整することとされています(法令141の6)。

上記4) の調整額を計算するための書式として、別表6(2)付表4「保険会社の投資資産超過額に係る投資収益

の益金不算入に関する明細書」が新設されました。

④ その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算

その他の国外源泉所得は、法法第69条第4項第2号から第16号までに掲げる国外源泉所得とされています。ただ

し、第2号から第13号まで、第15号及び16号に掲げる国外源泉所得にあっては国外事業所等帰属所得に該当するも

のは除くこととされています(法令141の2二)。

1.国外にある資産の運用・保有所得(2号)

2.国外にある資産の譲渡所得(3号)

3.国外において行う人的役務提供事業の対価(4号)

4.国外にある不動産等の貸付けによる対価(5号)

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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5.外国法人の発行する債券の利子等(6号)

6.外国法人から受ける配当等(7号)

7.国外業務に係る貸付金利子(8号)

8.国外業務に係る使用料(9号)

9.国外事業の広告宣伝のための賞金(10号)

10.国外にある営業所を通じて締結した年金契約に基づいて受ける年金(11号)

11.国外営業所が受け入れた定期積金に係る給付補.金等(12号)

12.国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に類する契約に基づいて受ける利益の分配

(13号)

13.国外業務に係る国際運輸業所得(14号)

14.租税条約の規定により外国において課税することができる所得(15号)

15.その他国外に源泉がある所得(16号)

その他の国外源泉所得に係る所得の金額は、その国外源泉所得に係る所得のみについて法人税を課するものと

した場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とされています(法令141の8①)。

これに伴い、別表6(2)に「その他の国外源泉所得に係る所得の金額」の計算欄が追加されました。

⑤ 適用関係

内国法人の平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます(平成26年改正法附則

28、平成27年改正法令附則9)。

■国外所得金額の計算

【別表6(2)付表3】

国外事業所等帰属資本相当額の計算

国外事業所等帰属資本相当額

【別表6(2)付表2】 【別表6(2)付表4】
国外事業所等

負債利子の損金不算入額の計算 (保険会社)投資収益の益金不算入額の計算
ごとに作成

(銀行等)負債利子の損金算入額の計算

損金不算入額・損金算入額 益金不算入額

【別表6(2)付表1】

国外事業所等帰属所得の計算

国外事業所等帰属所得

【別表6(2)】

国外事業所等帰属所得 ＋ その他の国外源泉所得 ＝ 国外所得金額

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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⑥ システムの対応

1) システムの対応(概要)

国際課税原則の帰属主義への見直しに伴い様式が改正・新設された内国法人の外国税額控除関連の別表への

対応状況は、次のとおりです。

別表 対応(版数)

別表6(2) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 ○(2016年07月版)

別表6(2)付表1 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書 ○(2016年07月版)

別表6(2)付表2 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計 ○(2017年02月版)

算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書

別表6(2)付表3 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書 ○(2017年02月版)

別表6(2)付表4 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書 ○(2017年02月版)

別表6(5の2) 外国税額の控除に関する明細書 ○(2016年07月版)

2) [別表6(2)等 外国税額の控除(H28.4.1以後開始)]ワーキングシートの改訂

別表6(2)ワーキングシートを改訂して、改正後の別表6(2)と別表6(2)付表1～4(26～30頁参照)を作成できる

ようにしました。当ワーキングシートは、平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合に選択できます。

国外所得金額の基礎となる「その他の国外源泉所得に係る所得の金額」は[その他の国外源泉所得(6(2))]タ

ブ、「国外事業所等帰属所得に係る所得の金額」は[国外事業所等帰属所得(6(2)付表1～4)]タブで計算基礎を入

力します。

[その他の国外源泉所得(6(2))]タブ

(注)国外事業所等がある場合には、従前のように、別表6(2)又は別表6(2)付表1の「納付した控除対象外国法

人税額」欄への自動転記は行っていません。「特定外国子会社等に係る課税対象金額等の益金算入額」や「外

国法人税額の減額による損金算入額」についても同じです。これらの金額は、[その他の国外源泉所得(6(2))]

又は[国外事業所等帰属所得(付表1)]タブで直接入力が必要ですので、入力もれにご注意ください。

別表6(2)の「その他の国外源泉所得に係る所得の金額」

の計算基礎を入力

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 22 −
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[国外事業所等帰属所得(6(2)付表1～付表4)]タブ

[国外事業所等帰属所得(付表1)]タブ

国外事業所等を200明細まで登録可

(ＣＳＶ読み込みあり)

別表6(2)付表1～4を作成する場合

は、[有]を選択(初期値：[無])

国外事業所等ごとに、別表6(2)付表1～4の

計算基礎を入力

別表6(2)付表1で計算した「国外事業所等帰属所得に係る所得

の金額」は、別表6(2)へ自動転記

別表6(2)付表2で銀行等の負債利子

の損金算入額を計算する場合は、[該

当]を選択(初期値：[非該当])

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 23 −
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[負債利子損金不算入(付表2)]タブ

[国外事業所等帰属資本(付表3)]タブ

負債利子の損金不算入額と負債利子の損金算入額

(銀行等)の計算基礎を入力

別表6(2)付表2で計算した損金不算入額と損金算入額

は、別表6(2)付表1へ自動転記(直接入力も可)

国外事業所等帰属資本相当額の計算基礎を入力

別表6(2)付表3で計算した国外事業所等帰属資本相当

額は、別表6(2)付表2へ自動転記

計算方法を選択

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 24 −
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[投資収益益金不算入(付表4)]タブ

3) [別表6(5の2) 外国税額の控除(H28.3.31以前開始)]ワーキングシートの新設

[別表6(5の2) 外国税額の控除(H28.3.31以前開始)]ワーキングシートを新設して、別表6(5の2)を作成できる

ようにしました。内容は、従来(平成27年度版)の別表6(2)ワーキングシートと同じです。当ワーキングシート

は、平成28年４月１日前に開始する事業年度の場合に選択できます。

■ 外国法人(平成28年４月１日以後開始事業年度)の法人税申告書の作成について

国際課税原則の帰属主義への見直しにより、外国法人の国内に有する恒久的施設(ＰＥ)に帰属すべき所得

が、国内源泉所得の一つとして位置付けられました。ＰＥを有する外国法人は、国内源泉所得をＰＥ帰属所

得とＰＥに帰属しない国内源泉所得に区分して法人税額を計算します。また、欠損金についても、同様に区

分してそれぞれの所得金額から控除することになります。

これに伴い、外国法人が作成する法人税申告書として、別表1の3「各事業年度の所得に係る申告書－外国

法人の分」等の書式が新設されています。

ＡＳＰ１０００Ｒでは、当面の間、外国法人の法人税申告書の作成機能の搭載は見送ります。

外国法人の平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の申告につきましては、別途、法人税申告書等を

作成いただきますようお願いいたします。

保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不

算入額の計算基礎を入力

別表6(2)付表4で計算した益金不算入額は、別表6(2)

付表1へ自動転記(直接入力も可)

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 25 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 26 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 27 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 28 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 29 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 30 −
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(2) 外国子会社益金不算入制度の改正[2016年07月版][2017年02月版]

平成27年度税制改正により、外国の法令により外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入される配当(損

金算入配当)は、外国子会社配当益金不算入制度の対象から除外されました。

① 益金不算入の対象から除外される剰余金の配当等の額

1) 原則法

内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部がその外

国子会社の本店所在地国の法令においてその外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされ

ている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額は、益金不算入の対象外とされま

した(法法23の2②一)。

2) 実額法

内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部がその外国子会社

の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、上記1) にかかわらず、その受ける剰余金の

配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額(損金算入対応受取配当等の額)をもって、益金不算入

の対象外とされる金額とすることができることとされています(法法23の2③)。

損金算入対応受取配当等の額は、次の算式により計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とさ

れています(法令22の4④)。

分母の剰余金の配当等の額のうち

外国子会社から その外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

受けた剰余金の ×

配当等の額 外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき

その外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額

これに伴い、別表8(2)に「益金不算入の対象とならない損金算入配当」の計算欄が追加されました。

② 外国子会社から受ける剰余金の配当等に係る外国源泉税等の損金不算入等

1) 剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額の損金不算入

外国子会社から受ける損金算入配当が益金不算入の対象から除外されたことに伴い、益金不算入の対象から

除外される配当に係る部分の外国源泉税等が損金不算入の対象外とされました(法法39の2)。

財務省「平成27年度改正関係参考資料(国際課税)」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 31 −
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2) 外国源泉税等の額の外国税額控除制度

外国子会社から受ける損金算入配当が益金不算入の対象から除外されたことに伴い、益金不算入の対象から

除外される剰余金の配当等の額に係る部分の外国源泉税等が外国税額控除の対象とされました(法法69、法令14

2の2⑦三)。

(注)外国税額控除の適用を受ける場合には、その外国源泉税等の額は損金不算入とされます(法法41)。

上記2) に係る控除対象外国法人税額を計算するための書式として、別表6(4の2)「外国子会社配当益金不算

入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関す

る明細書」が新設されました。

③ 外国子会社配当益金不算入制度の改正に伴う外国子会社合算税制の改正

1) 基準所得金額の計算

特定外国子会社等が持株割合25％以上等の要件を満たす子会社から受ける配当等の額は、特定外国子会社等

の基準所得金額の計算上控除することとされていますが、損金算入配当等の額については、基準所得金額の計

算上控除する配当等の額から除外することとされました(措令39の15①四)。

2) 控除対象配当等の額

特定外国子会社等が他の特定外国子会社等(持株割合25％以上等の要件を満たす子会社に該当するものに限り

ます。)から受ける損金算入配当等の額のうち、当該他の特定外国子会社等の合算対象とされた金額から充てら

れた部分の金額は、その特定外国子会社等に係る基準所得金額の計算上控除することとされました(措令39の15

③三・四)。

3) 特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の額の益金不算入

内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額で、法法第23条の2第2項の規定により益金不算入の対象

とならない部分の金額がある場合には、その剰余金の配当等の額のうちその外国法人に係る特定課税対象金額

に達するまでの金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととされ

ました(措法66の8③)。間接特定課税対象金額を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の額の益金不算入措置

についても同様の改正が行われています(措法66の8⑩)。

上記3) の改正に伴い、別表8(2)及び別表17(3の4)に「損金算入配当に該当する場合の益金不算入額」の計算

欄が追加されました。

④ 適用関係

上記① 及び② の改正は、内国法人が平成28年４月１日以後に開始する事業年度において外国子会社から受け

る剰余金の配当等の額について適用されます。ただし、内国法人の平成28年４月１日から平成30年３月31日まで

の間に開始する各事業年度において受ける剰余金の配当等の額(平成28年４月１日において保有する外国子会社に

該当する外国法人の株式等に係るものに限ります。)に係る本制度の適用については従前どおりとされています(平

成27年改正法附則24)。

上記③ 1) 及び2) の改正は、特定外国子会社等の平成28年４月１日以後に開始する事業年度に係る適用対象金

額の計算について適用されます(平成27年改正措令附則35②)。

上記③ 3) の改正は、内国法人の平成28年４月１日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける剰余

金の配当等の額がある場合について適用されます(平成27年改正法附則83③)。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 32 −
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⑤ システムの対応

1) システムの対応(概要)

上記の損金算入配当の取扱いの見直しに伴い様式が改正・新設された別表への対応状況は、次のとおりです。

別表 作成方法(注) 対応(版数)

別表6(4の2) 外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等 計算基礎入力分 ○(2016年07月版)

に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人

税額に関する明細書 全項目の直接入力分 ○(2017年02月版)

別表8(2) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 計算基礎入力分 ○(2016年07月版)

別表17(3の4) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合 計算基礎入力分 ○(2017年02月版)

の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関す

る明細書 全項目の直接入力分 ○(2016年07月版)

(注)計算基礎入力分ワーキングシートは、計算に必要な項目のみを入力することで、それ以外の項目は自動計算する作成方

法です。全項目の直接入力分ワーキングシートは、別表上の項目をすべて直接入力する作成方法です。

2) [別表8(2) 外国子会社配当の益金不算入]ワーキングシートの改訂

別表8(2)ワーキングシートを改訂して、改正後の別表8(2)(36頁参照)を作成できるようにしました。損金算

入配当に関する入力欄は、平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合に入力できます。

[別表8(2) 外国子会社配当の益金不算入]ワーキングシート

(注)上記画面の[(15)及び(17)の計算方法]区分※は、[2016年07月版]では[直接入力]のみ選択できるようにし

ていましたが([自動計算]に未対応)、[2017年02月版]では[自動計算]も選択できるようにしました。

※[(15)及び(17)の計算方法]区分は、益金不算入の対象外となる金額を「実額法」により計算する場合に、

別表8(2)の「損金算入対応受取配当等の額(15)」欄と「(16)に対応する外国源泉税等の額(17)」欄を自

動計算するか直接入力するかを選択する区分です。

損金算入配当に該当する場合は

[有]を選択(初期値：[無])

実額法で益金不算入対象外の金額を計算

する場合は[有]を選択(初期値：[無])

損金算入配当に関する

入力欄

特定課税対象金額を有

する場合の入力欄

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 33 −
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3) 別表6(4の2)ワーキングシートの新設

別表6(4の2)の「計算基礎入力分」と「全項目の直接入力分」ワーキングシートを新設して、別表6(4の2)(37

頁参照)を作成できるようにしました。当ワーキングシートは、平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場

合に選択できます。

[別表6(4の2) 損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額(計算基礎入力分)]ワーキングシート

4) 別表17(3の4)ワーキングシートの改訂

別表17(3の4)の「計算基礎入力分」と「全項目の直接入力分」ワーキングシートを改訂して、改正後の別表17

(3の4)(38頁参照)を作成できるようにしました。

なお、[2017年02月版]では、「計算基礎入力分」ワーキングシートでの配当の入力方法を、次のとおり、変更

しています。

改訂前：１画面で配当を入力する方法(表形式の一覧入力)

改訂後：配当ごとに登録ボタンをクリックして、専用の入力画面で配当を入力する方法(次頁参照)

別表8(2)ワーキングシートで入力済みの

損金算入配当から「名称」等を複写可

別表6(4の2)で計算した控除対象外国法人税額は、

別表6(2の2)へ自動転記

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 34 −
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[別表17(3の4) 特定課税対象金額に係る配当(計算基礎入力分)]ワーキングシートの[外国法人から受ける配当等]タブ

配当の登録

配当ごとに専用の入力画面で登録

配当の削除等

入力済みの配当

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 35 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 36 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 37 −
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－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 38 −
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３．地方税関係改正への対応

(1) 外形標準課税の拡大[2016年07月版]

① 改正の概要

平成27年度改正において法人事業税の1/4に導入されている外形標準課税を平成28年度に1/2に拡大することと

されていましたが、平成28年度改正において更に5/8まで拡大することとされました。

これに伴い、平成28年４月１日以後に開始する事業年度において適用する外形標準課税対象法人に対する事業

税の税率(標準税率)と地方法人特別税の税率が次のとおり改正されました(地法72の24の7①一、③一、地方法人

特別税等に関する暫定措置法2、9)。

区分 改正前 改正後

事業税 軽減税率適用法人 付加価値割 0.72% 1.20%

資本割 0.30% 0.50%

所得割 年400万円以下 1.60% 0.30%

年400万円超800万円以下 2.30% 0.50%

年800万円超 3.10% 0.70%

軽減税率不適用法人 付加価値割 0.72% 1.20%

資本割 0.30% 0.50%

所得割 3.10% 0.70%

地方法人特別税 93.50% 414.20%

② システムの対応

1) 地方税率マスターの更新

すべての都道府県について、地方税率マスターに「平成28年４月１日以後開始事業年度分」の「外形標準課

税適用法人の事業税の税率」を登録しました。

(注)適用税率を直接入力する(地方税率マスターを利用しない)場合は、税率の誤りにご注意ください。

2) 地方法人特別税の計算の改訂

平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合には、外形標準課税適用法人の地方法人特別税を改正後の

税率により計算するようにしました。

財務省「平成28年度 税制改正」抜粋

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 39 −
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(2) 外形標準課税の拡大に伴う負担変動に対する軽減措置[2016年07月版][2016年10月版]

① 改正の概要

資本金１億円超の普通法人のうち平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に開始する事業年度に係る

付加価値額が40億円未満の法人について、当該事業年度に係る事業税額が平成28年３月31日現在の付加価値割、

資本割及び所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて計算した金額を超える場合にあっては、

付加価値額が30億円以下の法人についてはその超える額に3/4の割合を乗じて得た金額を、付加価値額が30億円超

40億円未満の法人についてはその超える額に当該付加価値額に応じて3/4から０の間の割合を乗じて得た金額を、

それぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除することとされました(平成28年地法改正法附則5)。

平成29年度及び平成30年度においても同様の措置が講じられています。

② システムの対応

平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合には、第6号様式別表5の7「平成27年改正法附則第8条又は平

成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書」の「旧税率」欄に連動する税率を、地方税率マスターの「平成

27年４月１日以後開始事業年度分」の外形標準課税適用法人の事業税率としました。

[第6号様式 事業税の税額計算基礎]ワーキングシート

第29回 税制調査会「説明資料」抜粋

第6号様式別表5の7の「旧税率」は、

事業税のワーキングシートで設定

(初期値：[自動連動])

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 40 −
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(3) 資本割の特定子会社の株式等に係る控除措置[2016年07月版]

① 改正の概要

資本割の課税標準の計算における特定子会社の株式等に係る控除措置(地法72の21⑥)の算定で用いる「総資産

の帳簿価額」について、その他有価証券に係る評価損益等相当額の調整計算が不要とされました(地令20の2の21)。

当改正は、平成28年４月１日以後に開始する事業年度分の事業税について適用されます(平成28年地令改正令附

則4)。

② システムの対応

平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合には、[第6号様式別表5の2の4 特定子会社の株式等に係る控

除額に関する計算書]ワーキングシートの[総資産の帳簿価額]タブから、「その他有価証券に係る評価損益等相当

額」の入力欄([地令第20の2の19第4号、第6号]欄)を削除しました。

(4) 電気供給業の収入割の課税標準から控除される収入金額の特例[2016年07月版]

① 改正の概要

電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲

に、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する

法律の施行の日から平成32年３月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、一般送配電事業者の収

入金額のうち、対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する当該対象特定実用発電用原子炉設置者が同法の規定

により使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずるこ

ととされました(地法附則9⑲)。

② システムの対応

平成28年４月１日以後に開始する事業年度の場合には、[第6号様式別表6～8 収入割の課税標準額等]ワーキン

グシートの[電気供給業]タブで、第6号様式別表6「収入金額に関する計算書」の「法附則第9条第19項の規定によ

る控除額」欄を入力できるようにしました。

(5) 資本割の課税標準の特例[2016年10月版]

① 改正の概要

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に係る資本割の課税標準の特例措

置について、その対象から九州旅客鉄道株式会社を除外することとされました(地法附則9①)。

なお、経過措置として、次に掲げる事業年度における九州旅客鉄道株式会社に係る法人事業税の資本割の課税

標準である資本金等の額については、それぞれ次に定める金額を控除することとされています(平成28年地法改正

法附則5⑭)。

1.平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に開始する事業年度

資本準備金の額から資本金の額を控除した金額

2.平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に開始する事業年度

資本金の額と資本準備金の額との合計額に3/4を乗じて得た金額

3.平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に開始する事業年度

資本金の額と資本準備金の額との合計額に1/2を乗じて得た金額

② システムの対応

平成28年４月１日から平成31年３月31日までの間に開始する事業年度の場合には、[第6号様式別表5の2の3 資

本金等の額に関する計算書]ワーキングシートで、第6号様式別表5の2の3「資本金等の額に関する計算書」の「平

成28年改正法附則第5条第14項に係る額」欄を入力できるようにしました。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 41 −
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(6) 地方税申告書の様式改正[2016年10月版]

「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第69号)」で様式が新設又は改正された次の申告

書別表に対応しました。

行 様式番号 様式名

1 第6号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の申告書

2 第6号様式別表1 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

3 第6号様式別表2 控除対象個別帰属調整額の控除明細書

4 第6号様式別表5の2 付加価値額及び資本金等の額の計算書

5 第6号様式別表5の2の3 資本金等の額に関する計算書

6 第6号様式別表5の7 平成27年改正法附則第8条又は平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書

7 第6号様式別表9 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書

8 第6号様式別表11 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠

損金額等の控除明細書

9 第7号様式 道府県民税・事業税・地方法人特別税の予定申告書

10 第7号の2様式 外国の法人税等の額の控除に関する明細書

11 第7号の3様式※ 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書

12 第7号の2様式別表1 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

13 第10号様式 課税標準の分割に関する明細書

14 第20号様式 市町村民税の申告書

15 第20号様式別表1 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

16 第20号様式別表2 控除対象個別帰属調整額の控除明細書

17 第20号の3様式 市町村民税の予定申告書

18 第20号の4様式 外国の法人税等の額の控除に関する明細書

19 第20号の4様式別表1 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

20 第20号の5様式※ 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書

21 第22号の2様式 課税標準の分割に関する明細書

※新設された申告書

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 42 −
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Ⅱ 改善要望等に基づくレベルアップ

１．法人税申告書作成機能の改訂

(1) 別表6(13)の作成機能の搭載[2017年02月版]

[別表6(13) 国家戦略特別区域の機械等の特別控除]ワーキングシートを新たに追加して、別表6(13)「国家戦略

特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を作成できるようにしました。

[別表6(13) 国家戦略特別区域の機械等の特別控除]ワーキングシート

(2) 修正申告時の別表1の改訂[2017年02月版]

修正申告の場合において、地方法人税額が前回申告時から変動がないとき(別表1の「この申告により納付すべ

き地方法人税額」が「０」のとき)には、地方法人税の修正申告は行わないものとして、別表1の「課税事業年度

分の地方法人税 申告書」を取消線で抹消するようにしました。

また、この場合は、電子申告においても地方法人税は修正申告でないものとして送信するようにしました。

(3) 法人税・地方法人税の中間申告が不要である場合のワーキングシートデータの削除[2017年02月版]

予定申告の場合において、法人税の予定申告税額が10万円以下となるため法人税及び地方法人税の中間申告が

不要であるときには、法人税ワーキングシートの入力メニューを終了する時に次のご注意を表示して、予定申告

書(別表18)の入力データ(前年度から年度更新されたデータ)をすべて削除できるようにしました。

該当号区分に基づき税額控除割合

(1号：15％、2号：8％)を適用して

税額控除限度額を計算

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 43 −
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(4) [別表6(16) 雇用者数増加の特別控除(地方事業所)]ワーキングシートの改訂[2016年07月版]

[計画の区分]の選択で[拡充型]と[移転型]を同時に選択できるようにしました。これに伴い、入力できる明細

数を１明細に変更しました。

(5) 担当別表確認ボタンの名称変更[2017年02月版]

法人税と地方税の各ワーキングシート一覧画面の上部にある[担当別表確認]ボタンの名称を[仮計算]ボタンに

変更しました(機能自体の変更はありません。)。

(注)[仮計算]ボタンをクリックすると、計算処理が行われ、印刷指定画面で申告書別表を印刷又はプレビュー

できます。ワーキングシート入力後すぐに計算結果を確認する場合に利用できます。(担当別表の範囲が設定

されているユーザは、その担当別表のみ確認できます。)

(6) 別表17(3)ワーキングシートのデータ更新の障害修正[2016年07月版A]

平成28年７月７日にメールでご案内した「別表17(3)(特定外国子会社等)の入力データが誤って更新されてしま

う障害」を修正しました。

２．地方税申告書作成機能の改訂

(1) 国内事務所情報のＣＳＶ読込機能の改訂[2017年02月版]

地方税の[国内事務所等の住所情報]ワーキングシート(メニュー332-2)では、従業者数等を含む国内事務所に関

するデータをＣＳＶファイルから読み込みできますが、従来は、読込方法として「追加読込」のみ対応していま

した。そのため、国内事務所をＣＳＶファイルの内容にすべて置き換える場合には、いったん登録済みの国内事

務所をすべて削除してから、ＣＳＶファイルを読み込む必要がありました。

[2017年02月版]では、読込方法として「洗替読込」(国内事務所をＣＳＶファイルの内容にすべて置き換え)を

選択できるようにして、事前に国内事務所を削除する作業を不要にしました。

「洗替読込」に対応

「洗替読込」では、国内事務所に関する

データ(住所、電話番号、新設・廃止日、

従業者数等)をいったん削除してから、

ＣＳＶファイルのデータを複写します。

(注)第6号様式・第20号様式の税額計算

基礎データ(中間納付税額等)は、削除

しません。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 44 −
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(2) 第6号様式別表5の7の端数処理の改訂[2016年07月版]

第6号様式別表5の7「平成27年改正法附則第8条又は第9条の控除額に関する計算書」の「控除額」の計算におい

て円未満の端数が生じた場合の端数処理を、次のとおり改訂しました。

改訂前：円未満の端数金額を一旦切り捨てた後、百円未満の端数金額を切り上げ

(例)端数処理前の計算結果が「100.1円」の場合は、「100円」

改訂後：円未満の端数金額を切り捨てる前に、百円未満の端数金額を切り上げ

(例)端数処理前の計算結果が「100.1円」の場合は、「200円」

(3) 事業税の分割基準「事務所等の数」の計算[2016年10月版]

事業税の分割基準である「事務所等の数」について、「事業年度中に月の末日が到来しない場合」の計算に対応

しました。事業年度中に月の末日が到来しない場合(例：平成28年４月１日に開始して平成28年４月20日に終了す

る事業年度の場合)には、当該事業年度終了の日現在における事務所等の数を分割基準とします。

(注)事業税の分割基準である「事務所等の数」は、「事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した

数値」とされていますが、「事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在におけ

る数値」とされています(地法72の48④二)。

(4) 相互会社の第6号様式・第20号様式の資本金等の額の表示[2016年10月版]

[無償増減資等による資本金等の額の調整]ワーキングシート(メニュー332-2)の[資本金等の額の計算方法]区分

で[純資産価額の直接入力(相互会社の場合)]が選択されている場合には、同ワーキングシートで直接入力された

均等割の税率適用基準となる金額(純資産額)を、第6号様式・第20号様式の「法人税の期末現在の資本金等の額又

は連結個別資本金等の額」欄に表示するようにしました。

(注)「法人の道府県民税・事業税申告の手引」(一般財団法人 地方財務協会)では、相互会社は第6号様式等の

「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」欄に「純資産額」を記載することとされて

います。

(5) 地方税申告書の損金算入所得税額の区分選択の障害修正[2016年11月版]

平成28年10月27日にメールでご案内した『中間申告(仮決算)を行う場合、「地方税申告書の損金算入所得税額の

自動計算」を選択できない(実額入力のみとなる)障害』を修正しました。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 45 −
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３．消費税申告書作成機能の改訂

(1) [仕入れに係る消費税額の控除]ワーキングシートの金額入力欄の桁数拡張[2017年02月版]

消費税の[仕入れに係る消費税額の控除]ワーキングシート(メニュー242)の金額欄に入力できる桁数を14桁(従

来：11桁又は12桁)に拡張しました。

[仕入れに係る消費税額の控除]ワーキングシート

(2) 消費税の「特定収入に係る課税仕入れ等の税額」の計算[2016年07月版]

消費税の「特定収入に係る課税仕入れ等の税額」(消法60④)について、平成27年度ＡＳＰ１０００Ｒ[2016年04

月版]で国税庁ホームページに掲載されている「特定収入に係る課税仕入等の税額の計算表」に準拠した計算に対

応したことから、従来からあった「配賦割合」による計算を廃止しました。

(3) 消費税申告書(一般用・簡易課税用)の様式改訂[2016年07月版]

消費税申告書の「一般用」と「簡易課税用」について、「法人用」への様式改訂(※)に対応しました。

(※)「名称又は屋号」欄が「法人名」欄に、「個人番号又は法人番号」欄が「法人番号」欄に変更されるなど「法

人用」への改訂が行われています。なお、計算式に変更はありません。

「準ずる割合の分子」及び

「準ずる割合の分母」につ

いても14桁まで拡張

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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４．税効果会計機能の改訂

(1) 回収可能性適用指針への対応[2017年02月版]

企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に合わせて、用語を「例示区分」

から「分類」に変更しました。

また、[414.回収可能性の判断指針の選択]メニューに、回収可能性適用指針第28項(分類４の要件を満たす企業

が分類２に該当するものとする取扱い)に対応する区分として[分類要件４ 分類２]、第29項(分類４の要件を満た

す企業が分類３に該当するものとする取扱い)に対応する区分として[分類要件４ 分類３]を追加しました。

[分類要件４ 分類２]が選択された場合には[分類２]、[分類要件４ 分類３]が選択された場合には[分類３]に

該当するものとして回収可能性の判断を行います。

[414.回収可能性の判断指針の選択]メニュー

(2) 注記「法定実効税率と実際の税負担率との差異比較表」の項目追加[2016年10月版]

税効果会計に関する注記「法定実効税率と実際の税負担率との差異比較表」(メニュー417)に、差異の原因とな

る次の項目を新たに追加して、影響額を計算するようにしました。

1.法人税の特別控除による住民税の減少額

2.特定寄附金税額控除額

分類を追加

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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５．その他の改訂

(1) [821.国税・地方税の電子申告]メニュー起動時のチェック[2016年07月版]

[821.国税・地方税の電子申告]メニューの起動時に、納税地や代表者名等の情報が登録済みかチェックするよ

うにしました。

(2) 地方税の「電子申告データ作成日時」の表示修正[2016年07月版]

[821.国税・地方税の電子申告]メニューで地方税の「電子申告データ作成日時」や「申告受付日時」が表示さ

れない場合があったのを、正しく表示するよう修正しました。

(3) 「SkyPDF Pro for TKC」の改訂[2016年10月版]

Windows Updateの影響により「SkyPDF Pro for TKC」に次の現象が発生していましたが、これらの現象が発生

しないように修正しました。

① 現象１：ＴＫＣシステムが正常に終了できない現象

８月３日から配信されている「Windows10用 大規模アップデート(Anniversaryアップデート)」により、以下の

現象が発生する場合がありました。

1.帳表を印刷する際に、プリンターの一覧から「SkyPDF Pro Driver」を選択して実行すると、システムが正

常に終了できない。

2.印刷画面で[SkyPDF]ボタンをクリックして実行すると、システムが正常に終了できない。

② 現象２：「SkyPDF Pro Driver」が正常に登録できない現象

７月13日から配信されているWindows Updateを適用したパソコンにおいて、「SkyPDF Pro for TKC」をインスト

ールしてもプリンターの一覧に「SkyPDF Pro Driver」が表示されない場合がありました。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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Ⅲ 国税・地方税の電子申告への対応

１．法人税申告書の電子申告[2016年07月版][2016年10月版][2017年02月版]

平成28年度の法人税申告書の様式改正に対応した国税e-Taxソフト仕様に準拠して電子申告できるようにしまし

た。

(注)別表10(2)(平成28年９月１日以後終了事業年度分)及び「経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定

同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」は、仕様未公開のため別途送付(郵送等)となります。当

該書類はPDF添付で提出できない書類とされていますのでご注意ください。

２．地方税申告書の電子申告

(1) 様式改正への対応[2016年10月版][2017年02月版]

平成28年度の地方税申告書の様式改正に対応した地方税eLTAX仕様に準拠して電子申告できるようにしました。

(2) 利用届出内容の変更手続きにおける「法人番号」追加[2016年10月版]

地方税ポータルシステムに登録済みの利用届出内容を変更する手続きで、入力項目に「法人番号」が追加され

ました。そのため、[821 国税・地方税の電子申告]メニューの[追加・更新・変更]タブの[7.利用届出の変更]で

「法人番号」を入力できるようにしました。

(3) 宮城県富谷市への電子申告[2016年10月版]

平成28年10月10日以降、新コードの「宮城県富谷市(市町村コード：04216)」で電子申告できるようにしました。

３．第四世代税理士用電子証明書への対応[2017年02月版]

[２.税理士の電子署名](メニュー821)で、平成29年１月から発行が開始された「第四世代税理士用電子証明書」

を使用して、電子申告データに電子署名できるようにしました。

[２.税理士の電子署名](メニュー821)

新しい証明書を使用する場合は、

「日税連 税理士用電子証明書(第四世代)」

を選択

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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４．国税添付書類のイメージデータ(PDF)による提出への対応[2016年07月版]

① 制度の概要

平成28年４月１日から、法人税、消費税等の電子申告において、別途郵送等で書面により提出する必要がある

添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出できるようになりました。

1) 対象となる添付書類

イメージデータで送信可能な添付書類は、出資関係図や収用証明書など指定されたものに限られます。

「法人税申告書別表」、「勘定科目内訳明細書」、「特別償却の付表」、「財務諸表」など、国税の電子申告にお

いて電子申告データ(ＸＭＬ形式又はＸＢＲＬ形式)により提出が可能とされている書類については、イメージ

データで提出することができません。これらの書類でＡＳＰ１０００Ｒで作成(電子申告)できない書類につい

ては、従来どおり、別途送付(郵送等)により提出する必要があります。

イメージデータで提出可能な添付書類は、「国税e-Taxホームページ ＞ e-Taxで利用可能な手続 ＞ (3)イ

メージデータにより提出可能な添付書類」で確認できます。

(注)イメージデータによる提出の対象外の書類をイメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しない

こととされています。そのため、改めて電子申告又は書面による提出が必要であり、その再送信等の日が文

書収受日になるとされています。

2) 添付できるファイルの形式

添付できるのは「PDF形式」のみです。ファイルサイズは、「１ファイル当たり１ＭＢまで、かつ、ファイル

合計で１．５ＭＢまで」です。ファイル数は、１回の送信につき「１６ファイルまで」です。

(注)イメージデータの作成に当たっての留意事項として、「白黒で解像度は200dpiを推奨」、「目視により内容

の確認ができること」、「パスワードを設定していないこと」とされています。

② システムの対応

1) ファイルの添付

[812.電子申告データの作成(完成)]メニューの[法人税・地方法人税]及び[消費税]の各タブで、電子申告デ

ータに添付するイメージデータ(PDF)を選択できるようにしました。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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[812.電子申告データの作成(完成)]メニューの[事前作成した添付書類(PDF)の添付]ボタン

(注)消費税の「簡易課税の申告」及び「中間申告(前期間基準)」では、「イメージデータによる添付書類の提出」

ができないこととされているため、ファイルの選択を不可にしています。

2) 受信通知の確認

電子申告完了後の受信通知の確認(メニュー821)において、申告書提出に係る受信通知と併せて、「イメージ

データによる添付書類の提出」に係る受信通知を確認できるようにしました。

[選択]ボタンをクリック

してファイルを選択

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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Ⅳ 利用上のご注意

１．宮城県富谷市に電子申告する場合のご注意

平成28年10月10日から、市制施行により、「宮城県黒川郡富谷町」は「宮城県富谷市」になりました。

住所等が変更され、市町村コードは「富谷市(04216)」に変更されました。これに伴い、地方税電子申告も新コ

ード(04216)での受付となり、平成28年10月10日以降は、旧コード「富谷町(04423)」での電子申告ができません。

富谷市に電子申告する場合は、次の手順で処理を行います。

1.住所の変更

ＡＳＰ１０００Ｒに登録済みの富谷市にある事業所等の住所を、新しい住所に変更します。

2.地方税ポータルシステムに登録済みの「利用届出(住所)」の変更

市制施行に伴い、地方税ポータルシステムに登録済みの法人の所在地、代表者の住所が変更になった場合

は、以下の手順で、地方税ポータルシステムに登録済みの住所を変更します。

1)[821.国税・地方税の電子申告]メニューの[追加･変更･更新]タブの[７．利用届出の変更]で、地方税ポ

ータルシステムへログインします。

2)ログイン後、地方税ポータルシステムに登録されている「利用届出内容」が表示されます。[法人名称・

所在地等]タブの[(*)所在地]欄と[代表者氏名・住所等]タブの[(*)住所]欄で、新しい住所を入力します。

3)新しい住所の入力後、[電子署名(省略可)／eLTAX地方税ポータルシステムへ送信]ボタンをクリックしま

す。

4)「電子署名しますか？」が表示されますので、[いいえ(N)]ボタンをクリックします。地方税ポータルシ

ステムに「利用届出」(変更内容)が送信されます。

3.市町村コードの変更

地方税ワーキングシートの入力で、旧富谷町の市町村コードを「富谷市(04216)」に変更します。

(注)市町村コードを変更した場合、旧富谷町の税額計算基礎データは、富谷市に引き継がれません。再度、

富谷市の税額計算基礎データを入力して、計算処理を行ってください。

4.富谷市の提出先税務事務所の登録

[811-1.電子申告基本情報の確認]メニューの[国税･地方税の申告先の確認]タブで、富谷市の[提出先税務

事務所]欄を選択します。

5.電子申告データの作成

[812.電子申告データの作成(完成)]メニューで電子申告データを作成します。

6.地方税ポータルシステムでの利用届出自動変換処理の確認

地方税ポータルシステムでは、旧富谷町に利用届出されている納税者を対象に、申告書提出先を富谷市に

変更する利用届出自動変換処理が行われます。次の手順で変換結果を確認します。

1)電子申告データの作成完了後、[821.国税・地方税の電子申告]メニューを選択します。

2)続いて[地方税電子申告の税目・申告先の追加・削除]画面が表示されます。[税目・申告先の追加・削除

へ]ボタンをクリックして、地方税ポータルシステムへログインします。

3)[eLTAXに登録済みの申告書提出先の確認]画面に「富谷市」が表示されることを確認します。

7.電子署名・送信・送信結果／受付通知の確認

[821.国税・地方税の電子申告]メニューで、電子署名、データ送信、送信結果／受付通知の確認を行いま

す。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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２．税効果会計システム(eTaxEffect)との連動に関するご注意

平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒで作成した「一時差異データ」(eTaxEffectへの連動データ)は、平成28年度eTaxE

ffectの以下の版数で読み込みできます。

連動データを読込む

連動データを作成した
平成28年度eTaxEffectの版数

行
平成28年度ASP1000Rの版数

[2016年07月版]～
[2017年02月版]

[2016年11月版]

1 [2016年07月版]～[2016年11月版] ○ ○

2 [2017年02月版] × ○

Ⅴ 動作環境等

１．通信環境の設定機能の改訂

インターネットへのアクセスにプロキシサーバーをご利用の場合には、ＡＳＰ１０００Ｒの「通信環境の設定」

画面でプロキシサーバーの情報(アドレス、ポート等)を登録する必要があります。

[2017年02月版]では、「通信環境の設定」画面に「インターネットオプションの設定に従う」区分を追加して、

当区分がチェックされている場合には、ＡＳＰ１０００Ｒでのプロキシサーバーの設定を不要にしました。

(注)1.ＡＳＰ１０００Ｒの通信環境をインターネットエクスプローラでインターネットにアクセスする場合の

設定とは異なる設定にする場合には、従来通り、ＡＳＰ１０００Ｒで個別にプロキシサーバーの情報を

登録する必要があります。

2.パソコンに初めてＡＳＰ１０００Ｒをインストールした場合の初期値は、「インターネットオプションの

設定に従う」区分にチェックが付いています。

3.既にＡＳＰ１０００Ｒでプロキシサーバーの情報を登録している場合には、[2017年02月版]に更新して

も、設定は変更されません。

区分を追加(ＰＣの設定を自動参照)

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －
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当改訂に伴い、ご利用のパソコンのウィルス対策ソフトやファイアーウォール・ソフトで通信制限を行ってい

る場合には、以下のプログラムに通信許可を行ってください。

(?):\Program Files (x86)\TKC\ASP1000\AKCTExport.exe

(注)1.(?)は、ＡＳＰ１０００Ｒをインストールしたドライブです。

2.32ビットOSの場合“Program Files (x86)" は“Program Files” となります。

3.既に「ASP1000」フォルダ内の全てのプログラムに通信許可を行っている場合には、改めて設定する必要

はありません。

２．プログラム・ダウンロードサービスのＵＲＬの変更について

平成28年10月20日から、プログラム・ダウンロードサービスのＵＲＬを、次のとおり変更しました。プログラ

ム・ダウンロードサービスをご利用の場合で、パソコンのウィルス対策ソフトやネットワーク上のファイアウォ

ール機器等で通信制限を行っている場合には、「変更後」の通信宛先及びポートへの通信許可を行ってください。

日程 通信宛先 ポート

【変更前】10月19日(水)まで http://tkcpgdownload.tkc.co.jp 80

【変更後】10月20日(木)以降 http://ctsdwnld.tkc.co.jp 80

３．その他の動作環境

上記以外の動作環境の変更はありません。動作環境は、ＡＳＰ１０００ＲのプログラムＤＶＤに格納している

「セットアップ手順書」の「Ⅰ ＡＳＰ１０００Ｒインストール時の注意点」の「７．ＡＳＰ１０００Ｒの動作環

境」をご確認ください。または、次のＴＫＣホームページでご確認ください。

http://www.tkc.jp/consolidate/asp1000r/spec/
(ＴＫＣグループ > 上場企業の皆様へ > ソリューション > 法人電子申告システム ASP1000R > 動作環境)

動作環境等についてご不明な点がある場合は、株式会社ＴＫＣの担当者までお問い合わせください。

－ 平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの改訂内容 －

− 54 −



- 55 -

平成28年度eTaxEffectの改訂内容

システムの利用形態(メニュー101で設定)に応じて、タイトルの末尾に以下のマークを付しています。

① 「税額計算と税効果計算を行う場合」の解説： 税額・税効果

② 「税効果計算のみ行う場合」の解説： 税効果のみ

③ 「税額計算と税効果計算を行う場合」、「税効果計算のみ行う場合」に共通する解説： 共通

Ⅰ 税制改正への対応

１．法人実効税率の引下げ [2016年07月版][2016年10月版]

(1) 改正の概要

① 法人税や地方税の税率が、以下のとおり段階的に引き下げることとされました(法法66等)。

なお、平成28年11月28日付官報で「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、「地方法人特別

税の廃止及び法人事業税の復元」と「法人住民税法人税割の税率改正」の実施時期が延期されています(平成31年

10月１日以後に開始する事業年度から適用)。

【法人税・地方税の税率】

以下の表は、３月決算法人を前提に作成しています。

税目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

法人税 ※中小法人以外 23.9% 23.4% 23.4% 23.2% 23.2% 23.2%

の普通法人

地方法人税 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 10.3%

道府県民税法人税割 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 1.0%

市町村民税法人税割 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 6.0%

事業税(所得割) 3.1% 0.7% 0.7% 0.7%% 0.7% 3.6%

事業税(付加価値割) 0.72% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

事業税(資本割) 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

地方法人特別税 93.5% 414.2% 414.2% 414.2% 414.2% －

法定実効税率 32.11% 29.97% 29.97% 29.74% 29.74% 29.74%

(注)地方税は、標準税率を記載しています(事業税所得割は軽減税率不適用法人の税率を記載)。

(2) システムの改訂内容

① [税額計算用の税率・法定実効税率]画面の改訂(メニュー104、メニュー203) 共通

1) [2016年07月版]では平成29年４月１日以後に開始する事業年度の[事業税(所得割)の標準税率]、[地方法人特

別税]の[税率]欄を入力不可としていましたが、[2016年10月版]では、これらの入力欄を入力可能としました(地

方法人特別税の課税事業年度でない場合は、０％を入力してください。)。

2) 平成28年４月１日以後に開始する事業年度の[復興特別法人税]の[税率]欄を入力不可としました。

− 55 −
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[104.税額計算用の税率・法定実効税率]メニューの[税額計算に使用する税率]タブ

入 力 不 可

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 56 −



- 57 -

２．欠損金の繰越控除制度の見直し [2016年07月版]

(1) 改正の概要

① 平成27年度税制改正において講じられた「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度」等を改

め、繰越欠損金の控除限度額及び繰越期間が、以下のとおり改正されました(平成28年改正法附則27、30)。

事業年度の開始日

H27.4.1〜H28.3.31 H28.4.1〜H29.3.31 H29.4.1〜H30.3.31 H30.4.1〜H31.3.31

改正前 控除限度額 所得金額の65％ 所得金額の65％ 所得金額の50％ 所得金額の50％

繰越期間 ９年間 ９年間 10年間 10年間

改正後 控除限度額 所得金額の65％ 所得金額の60％ 所得金額の55％ 所得金額の50％

繰越期間 ９年間 ９年間 ９年間 10年間

(注)上記に記載している控除限度額は、中小法人等以外の法人に係る控除限度額です。

(2) システムの改訂内容 共通

① [101.企業グループ情報]メニューの改訂

平成30年４月１日以後に開始する事業年度における[事業年度]タブの[欠損金繰越期間]の初期値を｢10年｣とし

ました。

② [102.会社情報]メニューの改訂

新規で会社を登録する場合は、[税額計算]タブの[繰越欠損金の控除限度]欄には、改正後の「控除限度割合」

を初期表示するように改訂しました。

[102.会社情報]メニューの[税額計算]タブ

(ご注意)

１．平成28年度のデータを新規作成した場合(年度更新又はデータの複写により作成した場合を除きます。)

に限り、[102.会社情報]メニューの初期値として、改正後の「控除限度割合」を初期表示します。

２．年度更新又はデータの複写により作成した平成28年度のデータや既に作成済みの平成27年度のデータ

は、改正後の「控除限度割合」に変更しません。必要に応じて、[102.会社情報]メニューで「控除限度

割合」を修正してください(会社ごとに修正が必要です。)。

※「控除限度割合」の設定内容を他の法人に複写することができます(84頁参照)。

３．中小法人等に該当する場合は、割合を「100％」に変更してください。

事業年度に応じて、

割合を初期表示

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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３．地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設への対応 [2016年07月版]

(1) 改正の概要

青色申告法人が、地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年４月20日)から平成32年３月31日までの

間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体に対して、当該認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと

創生寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合に、当該寄附金を支出した日を含む事業年度の事業税、住

民税及び法人税から次の金額を控除する措置が創設されました。(措法42の12の2、措法68の15の3、地法附則8の2

の2、地法附則9の2の2関係)

① 事業税

寄附金額×10％(事業税額の20％※が上限)

※平成29年４月１日以後に開始する事業年度は15％

② 住民税

寄附金額×20％(※)(住民税法人税割額の20％が上限)

※｢道府県民税分(５％)｣と｢市町村民税分(15％)｣の合計(平成29年４月１日以後に開始する事業年度は、｢道府

県民税分(2.9％)｣と｢市町村民税分(17.1％)｣の合計)

③ 法人税

「②で控除しきれなかった金額」と「寄附金額×10％」とのうちいすれか少ない金額(法人税額の５％が上限)

(2) システムの改訂内容

① [103-3.法人税の特別控除情報]の改訂 共通

1) [特別控除の制度]の選択肢に、[特定寄附金税額控除]を追加しました。

2) 平成28年度版のデータには、[特定寄附金税額控除]を追加します。

[103-3.法人税の特別控除情報]メニューの[税額計算]タブ

② [その他の入力項目]ＲＰ(メニュー203)の改訂

1) eTaxEffectで「税額計算」を行う場合 税額・税効果

[その他の入力項目]ＲＰ(メニュー203)に[特定寄附金税額控除]タブを新たに設けて、税額控除額を計算する

ための「特定寄附金の額の合計額」等を入力できるようにしました。

※上記①で、[入力する計算基礎データ]区分が[特定寄附金税額控除]と登録されている場合に、[特定寄附金税額

控除]タブでの入力が可能です。

追 加

追 加

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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[その他の入力項目]ＲＰの[特定寄附金税額控除]タブ(メニュー203)

2) eTaxEffectで「税効果計算のみ」を行う場合 税効果のみ

[その他の入力項目]ＲＰ(メニュー203)に[特定寄附金税額控除]タブを新たに設けて、事業税と住民税から控

除する特定寄附金税額控除額を直接入力できるようにしました。

[その他の入力項目]ＲＰの[特定寄附金税額控除]タブ(メニュー203)

事業税と住民税から控除する金額を直接入力

※法人税から控除する金額は、[法人税の特別控除]

ＲＰで入力

当画面の入力に基づいて、特定寄附金税額控除額

を自動計算

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 59 −
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③ 当期の税額計算機能の改訂 税額・税効果

上記②1)で入力したデータをもとに、特定寄附金税額控除額を計算するようにしました。

[302.当期の税額計算結果確認(会社ごと)]の[特定寄附金税額控除]タブ

④ 「当期の特定寄附金の税額控除額の確認表」の搭載(メニュー306・408) 税額・税効果

特定寄附金税額控除額の計算過程を確認できる帳表として、「当期の特定寄附金の税額控除額の確認表」を追加

しました。

[306.計算結果確認表の印刷]メニュー

⑤ 「505.税効果会計に係る注記の確認」の改訂 共通

1) 「注記：法定実効税率と実際の税負担率との差異」に、「特定寄附金税額控除等」を追加しました。

2) 「注記：法定実効税率と実際の税負担率との差異」の税率差異項目「法人税の特別控除による地方法人税の

減少額」の内訳を表示するようにしました。

特定寄附金税額控除額

の計算過程を確認

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 60 −
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４．地方拠点強化税制の拡充 [2016年07月版]

(1) 改正の概要

「雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度」(以下、「所得拡大促進税制」といいます)について、

「雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度」との重複適用ができることとされました。

この場合、「所得拡大促進税制」の対象となる雇用者給与等支給増加額から特定地域基準雇用者数、地方事業所

基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額を控除すること

とされました。(措法42の12の4、措法68の15の5関係)

(2) システムの改訂内容 税額・税効果

① [103-3.法人税の特別控除情報]メニューの改訂

1) [給与等支給額増加の税額控除の経過措置の適用]区分を[「給与等支給額増加」と「雇用者増加」の税額控除

の重複適用]区分に変更し、重複適用の有無を設定できるようにしました。

[103-3.法人税の特別控除情報]メニューの[税額計算]タブ

2) 重複適用がある場合は、下記②を入力できるようにしました。

② [法人税の特別控除(給与等支給額増加の税額控除)]ＲＰ(メニュー203)の改訂

[重複基準額の計算]タブを新たに設けて、雇用者給与等支給増加額から控除する「雇用者給与等支給増加重複

基準額」(以下、重複基準額といいます)を計算するための雇用者数等を入力できるようにしました。

[法人税の特別控除(給与等支給額増加の税額控除)]ＲＰの[重複基準額の計算]タブ(メニュー203)

[重複適用あり]を選択した場合

に、下記②の入力が可能

入力データに基づいて

重複基準額を自動計算

入力が必要なケースは、

次頁の解説を参照

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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なお、「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額の計算」の各欄は、以下の３つの条件をすべて満たす場合に入

力します。

①当期に「雇用促進税制」と「所得拡大税制」を重複適用する。

②当期に雇用促進税制の地方事業所特別基準雇用者数に係る措置(措法68の15の2③)を適用する。

③過年度に雇用促進税制の地方事業所基準雇用者数に係る措置(移転型)(措法68の15の2②)を適用している。

「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額の計算」の各欄に入力したデータに基づいて、重複基準額の計算要

素となる「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額」を自動計算します。

③ 当期の税額計算機能の改訂

上記②をもとに、雇用者給与等支給増加額から控除する額を計算するようにしました

[302.当期の税額計算結果確認(会社ごと)]メニューの[給与等支給額増加税額控除]タブ

重複基準額の計算過程

を確認

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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５．外国税額控除制度の見直しへの対応 [2016年07月版]

(1) 改正の概要

内国法人の外国税額控除制度について、その控除限度額の計算に当たって、国外に帰属すべき所得(国外事業所

等帰属所得)が国外源泉所得とされました。国外事業所等帰属所得については、内部取引に係る移転価格税制を適

用して、その所得金額を計算することとされました。

(2) システムの改訂内容

① [その他の入力項目]ＲＰ(メニュー203)の改訂 共通

[外国税額]タブの項目名等を改訂しました。

[その他の入力項目]ＲＰの[外国税額]タブ(メニュー203)

② [外国税額控除の予測データ]ＲＰの改訂 共通

項目名等を改訂しました。

[外国税額控除の予測データ]ＲＰ(メニュー203)

③ 当期及び将来の税額計算機能の改訂

「法人税の控除限度額」等の計算処理を改訂しました。

改正後の別表の項目名と別表番号

に変更

変 更

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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６．「国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税の特別控除」制度等の繰越税額控

除制度廃止への対応 [2016年07月版]

(1) 改正の概要

「国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税の特別控除」、「国際戦略総合特別区域において機

械等を取得した場合の法人税の特別控除」に係る繰越税額控除制度が廃止されました。(措法42の10、42の11、68

の14、68の14の2、改正法附則85)

(2) システムの改訂内容 共通

① [103-3．法人税の特別控除情報]メニューの改訂

「国家戦略特別区域での機械等取得の税額控除」、「国際戦略総合特区での機械等取得の税額控除」の[繰越税額

控除限度超過額に係る繰延税金資産を計上する]区分の初期値を「チェックなし(＝計上しない)」に改訂しました。

[103-3．法人税の特別控除情報]メニューの[税効果計算]タブ

(ご注意)

「国家戦略特別区域での機械等取得の税額控除」「国際戦略総合特区での機械等取得の税額控除」を適用

している会社で、繰越税額控除限度超過額に係る繰延税金資産を計上しない場合は、[103-3.法人税の特別

控除情報]の設定を変更してください。

平成28年３月31日までに開始する事業年度に生じた税額控除限度超過額について、繰越税額控除限度超過

額に係る繰延税金資産を計上しない場合は、以下の手順で設定を変更してください。

①[103-3.法人税の特別控除情報]で、特別控除の制度を[国家戦略特別区域での機械等取得の税額控除]、[国

際戦略総合特区での機械等取得の税額控除]と設定している特別控除を選択します。

②[税効果計算]タブの[繰越税額控除限度超過額に係る繰延税金資産を計上する]区分のチェックを外してく

ださい。

※上記で設定を変更した特別控除項目は、以下のように取り扱います。

・[繰越税額控除限度超過額の回収可能性の判断]ＲＰに表示しません。

・繰越税額控除限度超過額に係る繰延税金資産を計上しません。

・[システムの利用形態]を[税効果計算のみ行う]と設定している場合のみ

eConsoliTax等から「繰越税額控除限度超過額」(翌期繰越額)が連動しません。

初期値を「チェックなし」に変更

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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７．地方法人特別税の廃止時期の変更に伴う改訂 [2016年10月版][2017年02月版]

平成28年11月28日付官報で、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」等が公布されました。これにより、平成31年10月１日以後に開

始する事業年度から地方法人特別税が廃止することとされました。また、平成31年10月１日以後に開始する最初の

事業年度に係る事業税額の予定申告税額は、以下の算式で計算することとされました。

前事業年度の事業税額 ×
8.6

12

(1) 整合性チェックの改訂 共通

平成31年10月１日以後に開始する事業年度に「地方法人特別税率」が入力されている場合等に、整合性チェッ

クで警告メッセージを表示するようにしました。

(2) [事業税]ＲＰ(メニュー203)の改訂 税額・税効果

地方法人特別税の廃止時期の変更に伴い、事業税負担変動の軽減措置の計算において地方法人特別税率が不要

となりました。そのため、[事業税ＲＰ]の[軽減措置]タブの[地方法人特別税率]欄を削除しました。

(3) 将来の事業税の損金算入額の計算式の改訂 共通

地方法人特別税率が「０％」と入力されている最初の事業年度の予定申告税額について、上記記載の計算式で

計算するように改訂しました。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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Ⅱ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」への対応

１．適用指針の主な内容

行 内容
監査委員会

適用指針
システム

報告第66号 対応状況

1 (分類１)から(分類５)の分類 記載なし 各分類に示された要件からの乖離度合 対象外

ごとの要件を定め、各分類の いが最も小さいと判断されるものに必

要件に該当しない場合の取扱 ず分類する。

い

2 (分類２)及び(分類３)に係る 経常的な利益 臨時的な原因により生じたものを除い 対象外

分類の要件 た課税所得

3 (分類３)に該当する企業にお 記載なし 繰延税金資産が回収可能であることを [2016年02月版]

ける５年を超える見積可能期 企業が合理的な根拠をもって説明する で対応済

間において、スケジューリン 場合は、回収可能性あり。

グされた一時差異等に係る繰

延税金資産の回収可能性の判

断

4 (分類２)に該当する企業にお 回収可能性な 原則は、回収可能性なし。 ｢解消時期不明｣

ける、スケジューリング不能 し ただし、スケジューリング不能な将来 のうち、当該金

な将来減算一時差異の取扱い 減算一時差異のうち、税務上の損金の 額を「11期後以

算入時期が個別に特定できないが将来 降」に入力する

のいずれかの時点で損金に算入される ことで回収可能

可能性が高いと見込まれるものについ と判断できるた

て、当該将来のいずれかの時点で回収 め、対応予定は

できることを企業が合理的な根拠をも ありません。

って説明する場合は回収可能性あり。

5 (分類４)の要件に該当する企 ただし書きに ５年超にわたり、課税所得が安定的に [2016年07月版]

業において、将来の一時差異 該当する場合 生じることを企業が合理的な根拠をも で対応

等加減算前課税所得が安定的 は、(例示区分 って説明する場合は(分類２)。おおむ

に生じることが合理的に説明 ３) ね３年から５年程度の場合は(分類３)。

できる場合の取扱い

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 66 −
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２．システムの改訂内容 共通 [2016年07月版]

(1) (分類４)の要件に該当する企業において、将来の一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることが合理的

に説明できる場合の取扱いへの対応(上記１表の行5)

① [106.回収可能性判断のための企業分類(グループ全体)]メニューの改訂

1) (分類４)の要件に該当するが、(分類２)又は(分類３)と取り扱う区分を追加しました。これに伴い、[例示区

分４のただし書き]区分を削除しました。

[106．回収可能性判断のための企業分類(グループ全体)]メニュー

(注)[各社の企業分類]やメニュー203の[回収可能性判断のための企業分類]においても、同様の改訂を行いました。

2) メニュー名を[回収可能性の判断区分(グループ全体)]から[回収可能性判断のための企業分類(グループ全体)]

に変更しました。

(ご注意)平成28年度版システムから、「例示区分」を「分類」と表示します。

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)では、繰延税金資産

の回収可能性を判断する区分が「分類」(旧：例示区分)と記載されています。これに伴い、平成28年度

版システムから「例示区分」を「分類」と表示します。

② 税効果計算機能の改訂

上記①の区分を選択した場合は、それぞれ(分類２)(分類３)と同様の計算を行います。

追 加

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 67 −
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Ⅲ 改善要望等に基づくレベルアップ

１．事業税収入割の税額計算機能 [2017年02月版]

(1) 改訂の概要

「事業税(収入割)」と「地方法人特別税(収入割)」(以下、収入割)の税額計算に対応しました。当改訂により、

所得割と収入割の両方がある場合の税額計算も行えます。

＜制限事項＞

[2017年02月版]では、「所得割と収入割の両方を計算する場合」等の税効果会計の計算には対応していませ

ん(税額計算のみ対応しています)。そのため、以下①②については制限事項とさせていただきます。

① 一時差異スケジューリング及び実効税率の入力

所得割と収入割の両方を計算する会社の場合、一時差異スケジューリングや実効税率を所得割と収入割に

分けて計算する場合があります。[2017年02月版]では、一時差異スケジューリングや実効税率の入力は従来

どおり、所得割と収入割に分けて入力することはできません。

② 将来減算一時差異の回収可能性の判断結果

「事業税分」の各事業年度の解消予定額は「法人税分」と同額を表示します。そのため、収入割のみを計

算する会社の場合等でも、回収不能額(又は回収可能額)を表示します。収入割のみを計算する会社で、繰延

税金資産・評価性引当額を計上しない場合は、「事業税分」の実効税率を０％と入力してください。

(2) システムの改訂内容 税額・税効果

① [102.会社情報]メニューの改訂

[税額計算]タブに[事業税の収入割の計算]区分を追加し、収入割を計算するか否かを選択できるようにしまし

た。

当区分で、[収入割のみ計算する]又は[収入割と所得割の両方を計算する]を選択した場合は、[事業税]ＲＰ(メ

ニュー203)の[収入割]タブが入力可能となります。

[102.会社情報]メニューの[税額計算]タブ

追 加

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 68 −
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② [104.税額計算用の税率・法定実効税率]メニューの改訂

収入割額を計算するための税率欄を追加しました。

[104.税額計算用の税率・法定実効税率]メニューの[税額計算に使用する税率]タブ

(注)メニュー203の[税額計算用の税率・法定実効税率]においても、同様の改訂を行いました。

③ [財務諸表等からの転記データ]ＲＰの改訂(メニュー203)

「事業税付加価値割・資本割」の項目名を「事業税付加価値割・資本割・収入割等」に変更しました。租税公

課勘定に計上している収入割額がある場合は、当欄に収入割額を含めて入力します。

[財務諸表等からの転記データ]ＲＰの[税引前当期純利益等]タブ

④ [事業税]ＲＰの改訂(メニュー203)

[事業税]ＲＰに[収入割]タブを追加して、収入割の課税標準となる収入金額を入力できるようにしました。

また、特定寄附金税額控除額を「所得割・付加価値割・資本割」と「収入割」のどちらから先に控除するかを

選択する区分も追加しました。

なお、当タブは、上記①で収入割を計算すると設定している場合に入力できます。

追 加

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 69 −
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[事業税]ＲＰの[収入割]タブ

(注)eTaxEffectで収入割と所得割の両方の税額計算を行う場合は、所得割に係る課税標準額を計算するために、[所

得割]タブの[非課税等所得]欄を用いて金額を調整する必要があります。

⑤ [その他の入力項目]ＲＰの改訂(メニュー203)

[中間納付税額]タブに、中間申告分の収入割額の入力欄を追加しました。

[その他の入力項目]ＲＰの[中間納付税額]タブ

※中間申告分の収入割の振替仕訳の勘定科目は、[101.企業グループ情報]メニューの[仕訳の設定①]タブで設定

します。

追 加

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 70 −
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⑥ [302(402,403).当期の税額計算結果の確認]メニュー

上記①の設定に従って、収入割額を確認できるようにしました。

[その他の入力項目]ＲＰの[中間納付税額]タブ

⑦ [501.未納税額の確認]メニュー

収入割の未納税額を確認できるようにしました。

⑧ [503.法人税等引当余裕額の入力]メニュー

今回の決算で発生した収入割額を控除した「税引前当期純利益」を確認できるようにしました。

収入割額の計算過程を確認

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 71 −
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⑨ [504.未払法人税等・税効果会計の仕訳確認]メニュー

収入割に係る未払法人税等の仕訳を確認できるようにしました。

[504.未払法人税等・税効果会計の仕訳確認]メニュー

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 72 −
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２．前年度のeConsoliTax等の申告時残高を期首残高として読み込む機能の搭載 [2017年02月版]

(1) 改訂の概要

① 現行のeTaxEffectでは、システムの利用形態を「当期の税額計算と税効果計算の両方を行う」と設定している

場合に、前年度のeConsoliTax又はASP1000R(以下、eConsoliTax等)の申告時残高を前年度のeTaxEffectのデータ

に読み込むことができます。

② しかしながら、eTaxEffectのデータを年度更新する時期に、eConsoliTax等で前年度の計算が終了していない場

合があります。この場合は、年度更新後に、前年度のeConsoliTax等の申告時残高を当年度のeTaxEffectのデータ

で直接入力する必要がありました。そのため、以下のとおり、読込方法を追加しました。

1) 現在の方法

年度更新前に、前年度のeTaxEffectの[602.eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニューで、eConsoliTax

等の申告時残高を読み込む。

2) 新たに追加する方法

年度更新後に、当年度のeTaxEffectの[201(202).eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニューで、前年

度のeConsoliTax等の申告時残高を読み込む。

(2) システムの改訂内容 税額・税効果

システムの利用形態が「当期の税額計算と税効果計算の両方を行う」と設定されている場合に、以下の改訂を

行いました。

① [101.企業グループ情報]メニュー

[eConsoliTax等読込]タブの[一時差異・繰越欠損金・繰越外国税額控除等の「前期決算時残高」の更新]区分の

設定を「更新しない」に変更しました。

＜eConsoliTax等の申告時残高をeTaxEffectの「前期決算時残高」に読み込む場合は、マスターの設定等を

変更してください。＞

改訂前のeTaxEffectでは、[101.企業グループ情報]の[eConsoliTax等読込]タブの[一時差異・繰越欠損金

・繰越外国税額控除等の「前期決算時残高」の更新]区分の初期値を「更新する」としていました。

しかしながら、eConsoliTax等の申告時残高をeTaxEffectの「前期決算時残高」に誤って読み込まれない

ように、[2017年02月版]のレベルアップ時に「更新しない」にコンバートするようにしました。

eConsoliTax等の申告時残高をeTaxEffectの「前期決算時残高」に更新する場合は、設定を変更してくだ

さい。

※「当期の税額計算と税効果計算の両方を行う」と設定しているデータのみ変更します。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 73 −
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② [201(202).eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニュー

前年度のeConsoliTax等から切り出したデータを、eTaxEffectに読み込めるようにしました。

(注)メニュー101で、[入力した内訳の合計額を、一時差異の残高とする]と設定している場合

メニュー101の[ＲＰの入力]タブで、[入力した内訳の合計額を、一時差異の残高とする]と設定している場合は、

合計額は読み込まれずに、[別表４の留保項目]ＲＰ(メニュー203)で合計額が参考表示されます。この場合は、参

考表示された金額をもとに内訳入力してください。

[101.企業グループ情報]メニューの[ＲＰの入力]タブ

前期申告時残高の読込

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 74 −
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[別表４の留保項目]ＲＰ(メニュー203)の内訳入力

※参考表示された金額と内訳入力した金額の合計額が一致しない場合は、レポーティング・パッケージの確定時の

整合性チェックで「警告」が表示されます。

参 考 表 示

[登録ボタン]をクリックして、内訳入力

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 75 −
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(ご参考)データ読込時の留意点

eConsoliTax等から切り出したデータを読み込む場合の主な留意点を以下に記載します。詳細は、システム解説

書の第７章「２．eConsoliTax(ASP1000R)からのデータ読込」を参照してください。

１．eConsoliTax・ASP1000Rでのデータ切り出し

(1) eConsoliTax

[601(604).税効果会計システム(eTaxEffect)への一時差異データの切り出し]メニューで、eTaxEffectに読み

込ませるためのデータを作成します。

(2) ASP1000R

[431.税効果会計システム(eTaxEffect)への一時差異データの切り出し]メニューで、eTaxEffectに読み込ま

せるためのデータを作成します。

２．eTaxEffectでのデータ読込

(1) 別表5の「摘要」と一時差異情報の関連付け

[107.eConsoliTax等との連動設定]メニューの[1.一時差異情報との関連付け(グループ共通)]を選択して、eC

onsoliTax等で入力した別表5の2(1)付表1又は別表5(1)の「摘要」とeTaxEffectで登録している「一時差異情報」

との関連付けを行います。

(注)eConsoliTaxで登録している「共通摘要」を利用する場合

eConsoliTaxで「共通摘要」として登録している摘要名を関連付ける場合は、eConsoliTaxの業務プロセス[１．

連結納税マスターの登録]の[連結納税マスターのファイル切り出し]で切り出したデータをeTaxEffectの画面上

部の[ファイル読込]ボタン(77頁)から読み込んだ上で、関連付けを行います。

共通摘要を切り出し

関 連 付 け

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 76 −
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(2) eConsoliTax等からの切り出しデータの読込

[201(202).eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニューで、eConsoliTax等からの切り出しデータをeT

axEffectに読み込みます。

メニュー107で関連付けた内容が表示されます。空欄行がある場合は、

当画面で関連付けを行った上で、[OK]ボタンをクリックします。

eConsoliTaxで切り出したデータの

読込

eConsoliTax等で切り出した

データの読込

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 77 −
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３．担当会社の一括登録機能の搭載 [2017年02月版]

(1) 改訂の概要

現行のeTaxEffectでは、特定の会社の処理が可能なユーザの担当会社は、データごとに設定する必要がありま

した。[2017年02月版]では、ＣＳＶファイルを読み込むことで、過年度版を含むすべてのデータの担当会社を一

括で追加・変更できるようにしました。

(2) システムの改訂内容 共通

① 「担当会社の一括登録」機能の追加

システム管理において、ＣＳＶファイルを読み込むことにより、特定の会社の処理が可能なユーザの担当会社

を一括で追加・変更できるようにしました。

読込を開始する前に、[F8 データチェック]ボタンをクリックし

て、読込内容のチェックを行います。

チェック結果等を確認後に、[F4 読込開始]ボタンをクリックして、

読込を開始します。

読み込むＣＳＶファイルを選択

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 78 −
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(3) ＣＳＶファイル作成上の留意点

読込を行うＣＳＶファイルのレイアウトは、１列目：ユーザＩＤ、２列目：担当会社の会社コードで作成して

ください。

(4) 読込上の留意点

① 当機能は、システム管理の[102.ユーザ情報の登録]メニューで登録済みのユーザ(特定の会社の処理が可能なユ

ーザ)について、担当会社を一括登録します。そのため、システム管理に登録されていないユーザＩＤがＣＳＶフ

ァイルの内容に含まれている場合は、当該ユーザＩＤについては読込対象外となります。

また、グループ全体の処理が可能なユーザＩＤも読込対象外となります。

② システムに登録済の担当会社について、ファイルの内容に洗い替えた上で読み込みます。

(例)Ａさんの担当会社を「Ｐ社、Ｑ社」から「Ｐ社、Ｑ社、Ｒ社」(Ｒ社追加)に変更する場合は、ＣＳＶファイ

ルの内容を「Ｐ社、Ｑ社、Ｒ社」としてください。ＣＳＶファイルの内容を追加する「Ｒ社」のみとすると、

Ａさんの担当会社は「Ｒ社」のみとなります。

③ ＣＳＶファイルに含まれていないユーザＩＤの担当会社の設定は、変更・削除しません。

ＣＳＶファイル システム管理(読込前) システム管理(読込後)

ユーザＡ：Ｘ社、Ｚ社 読込 ユーザＡ：Ｘ社 ユーザＡ：Ｘ社、Ｚ社

ユーザＢ：Ｙ社 ユーザＢ：Ｙ社

④ 過年度版を含むすべてのデータ(「参照のみのデータ」も含む)が追加・変更の対象となります。

⑤ 複数人をまとめて追加・変更できます。

⑥ 新規のユーザについて担当会社を一括登録する場合は、システム管理の[102.ユーザ情報の登録]メニューでユ

ーザ情報を登録した上で、当機能により担当会社を一括登録してください。

(5) 平成29年度版の改訂予定

平成29年度eTaxEffect[2017年07月版]で、以下の改訂を行う予定です。

① システム管理[103.会社情報(仮称)]の搭載

担当会社を選択できるように、「会社」を登録できるようにします。

※システム本体の[102.会社情報]では、当画面で登録した「会社コード」から選択できるようにします。

② システム管理[104.担当会社の選択(仮称)]の搭載

現在、システム本体に搭載している「担当会社の選択」機能を、システム管理に移管します。当画面で担当会

社を追加・変更すると、すべてのデータ(「過年度のデータ」「参照のみのデータ」も含む)に登録できるように

します。

③ システム管理[102.ユーザ情報の登録]のメニュー利用権限の追加

上記①②の利用権限を追加します。

④ システム本体[ユーザ権限]ボタンの削除

上記②の機能の搭載に伴い、平成29年度からシステム本体の[ユーザ権限]ボタンを削除します。これにより、

システム本体で「担当会社の選択」機能は利用できなくなります。

１列目：ユーザＩＤ

２列目：会社コード

ユーザＢの設定

は変更なし

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 79 −
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４．繰延税金負債の評価性引当額を計上する機能の搭載 [2017年02月版]

(1) 改訂の概要

「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その２)」では、投資価額修正に係る税効

果について、「連結納税制度の適用により、当該他の連結納税会社の実質的な税務上の帳簿価額を減額修正する部

分については、将来加算一時差異と同様になり、原則として、当該減額修正される部分につき繰延税金負債を計

上することとなる。ただし、予測可能な将来の期間に、その譲渡を行う意思がない場合には、繰延税金負債を認

識しないものとすることが適当である。」とされています。

[2017年02月版]では、[別表４の留保項目(一時差異)]ＲＰ(メニュー203)で、将来加算一時差異に係る回収不能

額等を入力できるようにし、繰延税金負債の評価性引当額を計算するようにしました。

(2) システムの改訂内容

① [別表４の留保項目(一時差異)]ＲＰ(メニュー203) 共通

[別表４の留保項目(一時差異)]ＲＰに、将来加算一時差異に係る回収不能額等の入力欄を追加しました。

② [財務諸表等からの転記データ]ＲＰ(メニュー203) 共通

前期末の将来加算一時差異に係る評価性引当額(繰延税金負債)等の入力欄を追加しました。

[財務諸表等からの転記データ]ＲＰの[繰延税金資産・負債等]タブの一部抜粋

回収不能額の入力欄を追加

実効税率を乗じた後の金額を入力

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 80 −
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[財務諸表等からの転記データ]ＲＰの[回収不能額等]タブの一部抜粋

③ [305(407).繰延税金資産・負債等の確認]メニュー 共通

上記①をもとに計算した「評価性引当額」を確認できるようにしました。

④ [502.税効果仕訳の基礎データ確認]メニュー 共通

上記①をもとに計算した「評価性引当額」を確認できるようにしました。

⑤ [505.税効果会計に係る注記の確認]メニュー 共通

「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳」に、上記①をもとに計算した「評価性引当額」を

確認できるようにしました。

実効税率を乗じる前の金額を入力

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 81 −
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５．レポーティング・パッケージのＣＳＶ読込機能の強化 税額・税効果 [2017年02月版]

システムの利用形態が「当期の税額計算と税効果計算の両方を行う」と設定されている場合、ＲＰの各メニュ

ーのＣＳＶ読込機能は１社ずつしか利用できませんでした。[2017年02月版]では、複数社分をまとめてＣＳＶ読

み込みできる機能を追加しました。

(注)ＣＳＶ読込を行うためのファイルレイアウトは、[205.入力データの切出し]メニューから切り出します。

ＣＳＶファイルを読み込むメニュー メニュー205で切り出すファイル

1.財務諸表等からの転記データ 財務諸表等からの転記データ

8.別表４の留保項目 一時差異(スケジューリング結果を含む)

9.別表４の社外流出項目(直接入力) 永久差異

10.別表４の社外流出項目(受取配当等の益金不算入) 受取配当等の益金不算入

11.別表４の社外流出項目(寄附金の損金不算入) 寄附金の損金不算入

12.法人税の特別控除(直接入力) 法人税の特別控除(直接入力)

15.事業税 事業税

16.その他の入力項目 その他の入力項目

18.一時差異スケジューリング 一時差異(スケジューリング結果を含む)、将来課税所得の見積額

(付表)、将来の一時差異発生予定額及び解消予定額の内訳

・ＣＳＶ読込を行うためのファイルレイアウトを当画面で切り出し

・ＣＳＶを読み込むメニューと切り出すメニューの対応関係は、以下の表を参照

複数社分をまとめてＣＳＶ読込

※グループ全体の処理が可能なユーザが利用可能

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 82 −
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６．「将来課税所得の見積額の設計」機能の改訂 共通 [2017年02月版]

従前は、[将来課税所得の見積額]ＲＰ(メニュー203)の「法人税の特別控除」の項目名を固定項目として表示し

ていましたが、同ＲＰの「永久差異」と同じように項目名を選択(５項目まで)できるようにしました。

※[2017年02月版]にレベルアップした場合は、前版数で金額を入力済みの項目名を初期表示します。

[105-1.将来課税所得の見積額の設計]メニュー

[将来課税所得の見積額]ＲＰ(メニュー203)

マスターで設定した「法人税の特別控除」の

項目名を表示

マスターで、[将来課税所得の見積額]

ＲＰに表示する項目名を選択

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 83 −
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７．会社情報の設定内容を他の法人に複写する機能の搭載 共通 [2017年02月版]

[102.会社情報]メニューで「繰越欠損金の控除限度割合」等を変更した場合に、変更した設定内容を他の法人に

複写できるようにしました。

※[104.税額計算用の税率・法定実効税率]メニューの「設定の複写」と同様の機能を搭載します。

ボタンを追加

設定内容を他の法人に複写可能

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 84 −
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８．繰越税額控除限度超過額に係る「地方法人税分の繰延税金資産」の自動計算への対応 共通

[2017年02月版]

現行のeTaxEffectでは、繰越税額控除限度超過額に係る地方法人税の繰延税金資産を自動計算できないため、

別の特別控除として直接入力する必要がありました。

[2017年02月版]では、レポーティング・パッケージで入力された繰越税額控除限度額をもとに、地方法人税分

の繰延税金資産を自動計算できるようにしました。

※詳細は、平成28年６月３日(金)送付の下記メールをご確認ください。

【件名】eTaxEffectの「地方法人税分」の「繰越税額控除限度超過額」に係る繰延税金資産の入力に関するご

注意

＜地方法人税の繰延税金資産を自動計算する場合は、設定を変更してください＞

平成28年６月３日(金)送付のメールでは、地方法人税の繰延税金資産を計上する場合は、別の特別控除と

して登録いただくようにご案内しました。

そのため、[2017年02月版]にレベルアップした場合は、[繰越税額控除限度超過額の回収可能性の判断]Ｒ

Ｐの各特別控除の地方法人税の繰延税金資産は「自動計算しない」設定とします。

地方法人税の繰延税金資産を「自動計算する」場合は、以下の手順で設定を変更してください。

(1) 地方法人税の繰延税金資産として登録した特別控除を削除する。

(2) [繰越税額控除限度超過額の回収可能性の判断]ＲＰの[地方法人税分]区分にチェックを付ける。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 85 −
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９．eConsoliTax等からのデータ読込機能の強化 共通 [2017年02月版]

[602.eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニューで、eConsoliTax等で計算した「未払事業税」又は「未

収還付事業税」を読み込めるようにしました。

10．入力データの切出し機能の改訂 共通 [2017年02月版]

[205.入力データの切出し]メニューで切り出せる「一時差異(スケジューリング結果を含む)」に、一時差異ス

ケジューリング結果確認表の「繰延税金」を含めるように改訂しました。

11．eConsoliTax等の事業税所得割の「特定寄附金税額控除」の連動 税効果のみ [2016年11月版]

[2017年02月版]

平成28年10月17日(月)にご案内したとおり、システムの利用形態が「税効果計算のみ行う」と設定されている

場合に、[その他の入力項目]ＲＰの[特定寄附金税額控除等(事業税所得割)]欄に誤った金額を連動していました。

[2016年11月版]では、正しい金額を連動するために必要な項目をeConsoliTax等の切り出しデータに含めていなか

ったため、暫定的な対応として、誤った金額を連動しないように０円として読み込むように改訂しました(読み込

んだ後に、正しい金額を直接入力する必要がありました。)。

[2017年02月版]では、eConsoliTax等から正しい金額を読み込めるように改訂しました。

12．「永久差異」の初期項目名の変更 共通 [2017年02月版]

平成28年９月１日付官報「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第62号)」で、法人税申

告書の様式が改正されました。これに伴い、[103-2.永久差異情報]の初期項目名を、以下のとおり変更しま

した。

行 変更前 変更後

1 国際戦略総合特区での指定法人の所得の損金算入額 国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別

2 国際戦略総合特区での指定法人の所得の益金算入額 控除額

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 86 −
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13．「会社情報」の「スケジューリング不能な「その他有価証券評価差額」の扱い」区分の選択項

目の名称変更 共通 [2017年02月版]

企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」にあわせて、[102.会社情報]メ

ニューの[スケジューリング不能な「その他有価証券評価差額」の扱い]区分の選択項目を、以下のとおり変

更しました。

変更前 変更後

原則的な方法 原則的な方法(※変更なし)

監査上妥当と認められる方法 ただし書きの方法

14．整合性チェックの条件変更 共通 [2017年02月版]

従前は、「未払／未収還付事業税等」を「翌期解消差異」と設定していない場合は、[108.マスターの登録(完了)]

メニューの整合性チェックで警告メッセージを表示していました。

しかしながら、四半期決算等データでは、当期の未経過月に解消する等のために、「翌期解消差異」と設定して

いない場合があります。

上記を踏まえ、整合性チェック(「A0029」「A0032」)は、「確定決算データ」のみで表示するようにしました。

＜ご参考：四半期決算等における｢未払／未収還付事業税｣のスケジューリング＞

「当期の未経過月」で解消するようスケジューリングする場合は、以下の手順で行います。(システム

解説書[税効果会計編]第12章2(2)参照)

(1) [103-1.一時差異情報]で[未払／未収還付事業税]を、翌期解消差異に[該当しない]と設定する。

(2) グループ全体の計算(又は単体計算)を行い、「当期決算時残高」を計算する。

(3) レポーティング・パッケージの確定を解除し、[一時差異スケジューリング]ＲＰ(メニュー203)の[期

末残高の解消予定額]タブで、当期の未経過月に解消予定額を入力する。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 87 −
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15．６期後以降の将来減算一時差異の回収可能性の判断方法を選択できる機能の搭載[2016年07月版]

(1) 改訂の背景

① 平成27年度eTaxEffect[2016年02月版]で、「６期後以降に解消予定の将来減算一時差異」について、年度ごとに

「将来減算一時差異」と「将来加算一時差異」を相殺して繰延税金資産の回収可能性を判断するように改訂しま

した。その結果、[2015年06月版]以前の計算結果と比較して、[2016年02月版]の計算結果の方が繰延税金資産が

少なく(多く)計算される場合がありました。

② これを踏まえ、６期後以降の「将来減算一時差異の合計額」と「将来加算一時差異の合計額」の相殺額で回収

可能性を判断する方法([2015年06月版]以前の計算方法)でも、回収可能性の判断を行えるよう改訂しました。

(例)eTaxEffectの回収可能性の判断

■ 解消予定額

翌期 … ５期後 ６期後 ７期後 ８期後 ９期後 10期後 11期後以降

将来減算一時差異 100 … 100 150 0 150 0 100 0

将来加算一時差異 50 … 80 100 100 120 130 150 0

■ 回収可能額：[2016年02月版]の計算方法

翌期 … ５期後 ６期後 ７期後 ８期後 ９期後 10期後 11期後以降

回収可能額 50 … 80 100 0 120 0 100 0

年度ごとに回収可能性を判断する

■ 回収可能額：[2015年06月版]以前の計算方法

翌期 … ５期後 ６期後 ７期後 ８期後 ９期後 10期後 11期後以降

回収可能額 50 … 80 400(減算一時差異の合計400＜加算一時差異の合計600)

６期後以降の「将来減算一時差異の合計額」と「将来加算一時差異

の合計額」の相殺額で回収可能性を判断

(2) システムの改訂内容 共通

① [101.企業グループ情報]の改訂

６期後以降の将来減算一時差異の回収可能性の判断を、以下の２つの方法から選択できるようにしました。

なお、初期値は、[年度ごとに、将来加算一時差異の解消予定額と相殺する]としました([2016年02月版]と同

様)。

６期後以降の将来減算一時差異の回収可能性の判断方法 計算方法

年度ごとに、将来加算一時差異の解消予定額と相殺する [2016年02月版]と同様

合計額で相殺する(「11期後以降」までに解消する将来減算 [2015年06月版]以前と同様

一時差異の合計額と、将来加算一時差異の合計額で相殺する (※)

選
択
可
能

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 88 −
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[101．企業グループ情報]メニューの[税額・税効果計算]タブ

※[合計額で相殺する]を選択した場合は、2015年06月版]以前の計算と同様とするため、「将来課税所得の入力期

間(メニュー101)」「将来課税所得による回収可能性判断期間(メニュー106)」は、「５年」となります。

② 税効果計算機能の改訂

上記①の設定に基づいて、６期後以降の回収可能性を判断するようにしました。

16．連結会計システム(eCA-DRIVER)への一時差異等の切り出し機能の搭載 共通 [2016年07月版]

eCA-DRIVERにデータを連動するために、eTaxEffectで入力・計算した一時差異等をＣＳＶファイルに切り出せ

るようにしました。当該ＣＳＶファイルは、[補助機能]から作成できます。

※eCA-DRIVERの「データ連携」機能によって、eCA-DRIVERのデータへ読み込めるファイル形式(ＣＳＶ)で切り出

します。

ＣＳＶファイルを作成する手順の詳細は、「税効果会計システム eTaxEffect (eTaxEffect・eCA-DRIVER連動

解説書)」をご参照ください。当解説書は、画面上部のヘルプ＞オンラインＱ＆Ａ＞コンサルティング・ツー

ル一覧＞その他コンサルティングツール一覧に掲載しています。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －

− 89 −
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17．オンラインＱ＆Ａの利便性向上 共通 [2016年07月版]

オンラインＱ＆Ａの利便性向上のため、閲覧時のアクセスコード、ユーザＩＤ及びパスワードの入力を不要と

しました。

18．法人税額が０の場合における、直接入力した特別控除額の計算の見直し 共通 [2016年07月版]

計算処理において法人税額(連結法人税額)が０円となる場合には、レポーティングパッケージに特別控除額が

直接入力されているときでも、特別控除額を０円として計算するように改訂しました。

19．「注記：法定実効税率と実際の税負担率との差異」の税率差異項目の計算式の見直し

税額・税効果 [2016年07月版]

(1) 法人税、住民税、事業税の欠損金等による差異

[103-3.法人税の特別控除]メニューの「特別控除の制度」で、「給与等支給額増加の税額控除」等の住民税の課

税標準で足し戻す設定の特別控除についても、「試験研究費の税額控除」と同様に、控除対象個別帰属税額の繰延

税金資産の計算で、実効税率と実際の税率との差異を生じないようにしました。

20．マネジメントレポート設計ツールの関数の修正 共通 [2016年07月版]

半角４１文字以上の永久差異名がある場合でも、関数「税率差異」「税率差異_内訳」で金額を取得できるよう

にしました。

21．その他の修正 [2017年02月版]

(1) eConsoliTaxで作成した別表5の2(1)付表1等から、一時差異の金額を読み込む場合の別表の摘要名と一時差異名

の関連付け画面の摘要に、関連付けが不要な「未払／未収還付事業税」を表示してしまう場合がありましたが、

表示しないように修正しました。

(2) 当期の税額計算結果確認表(会社ごとの帳表)の右側に表示する計算式に一部誤りがありましたので修正しまし

た。(計算処理は正しく行われています。)

(3) eTaxEffectでは、「税効果を認識しない一時差異」の「前期末繰延税金」欄に０円以外の金額を入力できないよ

うにしています。

しかしながら、[201(202).eConsoliTax・ASP1000Rからのデータ読込]メニューで、「前期末繰延税金」を「自動

計算する」としてデータを読み込む場合に限り、当該一時差異の[前期末繰延税金]欄を、「前期決算時残高×前期

適用分タブの当期分の実効税率」の金額で更新していました。これを更新しないように修正しました。

※当欄の金額は画面・帳表の表示でのみ使用し、税効果計算では使用していません。そのため、税効果計算は正

しく行われています。

[オンラインＱ＆Ａ]を即座に

起動できます。

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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Ⅳ 利用上のご注意

１．「参照のみ可能とする」の区分変更について

(1) 平成28年度eTaxEffect[2017年02月版](以下、｢新版数｣といいます。)のプログラムの登録時に、平成28年度

eTaxEffect[2016年11月版]以前で利用していたデータは、参照のみ可能な状態(そのままでは計算処理を行えない

状態)となるようにコンバートされます。

(2) つきましては、eTaxEffectで決算業務を行っている途中で新版数のプログラム登録を行った場合は、プログラ

ム登録完了後、[システム管理]の[201.データ管理]で、決算業務を行っているデータの[参照のみ可能とする]の

チェックを外してください。

２．平成28年４月１日以後に開始する事業年度の「当期の税額計算」は、平成28年度eTaxEffectで

行ってください。

(1) 平成27年度eTaxEffect[2016年02月版]以前では、当期の税額計算において、平成28年４月１日以後に開始する

事業年度から適用される上記Ⅰの計算等に対応していません。

(2) そのため、平成28年４月１日以後に開始する事業年度の当期の税額計算を行う場合は、平成28年度eTaxEffect

で行ってください。

３．平成27年度版から平成28年度eTaxEffectへの｢年度更新｣や「複写」を行う場合のご注意

(1) 平成28年度eTaxEffect(以下、｢新版数｣)では、上記Ⅱに記載のとおり、[106.回収可能性判断のための企業分類]

メニューの入力画面を改訂しました。

(2) 平成27年度版から新版数への「年度更新」や「複写」を行った場合は、「例示区分４のただし書き」を、「(分類

４)の要件に該当するが、(分類３)と取り扱う」に変更します。

※なお、計算処理は、「例示区分４のただし書き」区分と同じ、(分類３)と同様となります。

(3) 「年度更新」や「複写」を行った後は、[106.回収可能性判断のための企業分類]を確認してください。

４．連結納税システム(eConsoliTax)等で作成した連動データの読込について

平成28年度eTaxEffect[2017年02月版]では、以下のシステムで作成した連動データを読み込みできます。

行 システム名 年度(版数)

1 連結納税システム(eConsoliTax) 平成28年度([2017年02月版])以前

2 法人電子申告システム(ASP1000R) 平成28年度([2017年02月版])以前

※平成27年度以前のeTaxEffectでは、平成28年度eConsoliTax及びASP1000Rで作成した連動データは読み込めませ

ん。

Ⅴ 動作環境

これまでと変更ありません。動作環境の詳細は、弊社ホームページのeTaxEffect紹介サイト(下記ＵＲＬ)をご

確認ください。

＜eTaxEffect紹介サイト＞

http://www.tkc.jp/consolidate/etaxeffect/spec/

－ 平成28年度eTaxEffectの改訂内容 －
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今後の平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの提供予定

次回の平成28年度ＡＳＰ１０００Ｒの提供は、平成29年４月を予定しています。

平成29年４月の主な改訂項目(予定)

(1) 国税庁提供の財務省表等の電子申告データ変換モジュールの搭載

国税庁では、e-Tax利便性向上施策の１つとして、国税庁指定のＣＳＶ形式で作成された財務

諸表及び勘定科目内訳明細書を、e-Taxで受付可能なデータ形式(ＸＢＲＬ又はＸＭＬ)に変換す

る機能(変換モジュール)を、税務・会計ソフト開発業者向けに提供しています。

当「変換モジュール」をＡＳＰ１０００Ｒに組み込み、国税庁指定のＣＳＶ形式で作成された

財務諸表及び勘定科目内訳明細書を読み込んで電子申告できるようにします。

(2) 電気供給業の法人事業税の分割基準の改正への対応

「平成29年度 税制改正大綱」では、平成29年３月31日以後に終了する事業年度から、法人事

業税の分割基準について、次の見直しを行うとされています。

① 電気供給業のうち、発電事業については、課税標準の４分の３を事務所又は事業所の固定

資産で発電所の用に供するものの価額により、４分の１を事務所又は事業所の固定資産の

価額により、送配電事業については、課税標準の４分の３を事務所又は事業所の所在する

都道府県において発電所に接続する電線路の送電容量により、４分の１を事務所又は事業

所の固定資産の価額により、小売電気事業については、課税標準の２分の１を事務所又は

事業所の数により、２分の１を従業者の数により、それぞれ関係都道府県に分割する。

② 事務所若しくは事業所の固定資産で発電所の用に供するものを有しない場合の発電事業又

は発電所に接続する電線路を有しない場合の送配電事業については、上記① にかかわらず、

課税標準を事務所又は事業所の固定資産の価額により関係都道府県に分割する。

③ 上記① に伴い、昭和57年度の法人事業税の分割基準の見直しの際に設けられた経過措置を

廃止する。

平成29年度の税制改正法案が可決・成立した場合には、ＡＳＰ１０００Ｒの地方税申告書作成

機能について、当改正に対応します。

(補足)過年度版ＡＳＰ１０００Ｒの第四世代税理士用電子証明書への対応について

平成29年４月の改訂では、過年度版ＡＳＰ１０００Ｒについて、第四世代税理士用電子証明書に

よる電子署名に対応する予定です。(平成28年度版は[2017年02月版]で対応済み(49頁参照))
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ASP1000R(2017.02) 

＜巻末資料＞ 
 

① 「オンラインＱ＆Ａ」サービスのご紹介 

② 中大研活動紹介リーフレット 

③ オンデマンド配信案内 

④ サポート体制図 

⑤ ＴＫＣ税務・会計基礎講座 

⑥ ＴＫＣ連結グループソリューション図 

⑦ ＴＫＣ税効果会計システム 

⑧ ユーザ事例 楽天株式会社（ｅＴａｘＥｆｆｅｃｔ） 

⑨ ＴＫＣ固定資産管理システム ＦＡＭａｎａｇｅｒ 

⑩ ユーザ事例 株式会社イチネンホールディングス（ＦＡＭａｎａｇｅｒ） 

⑪ ＴＫＣ証憑ストレージサービス ＴＤＳ（Tax Document Storage） 
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「オンラインＱ＆Ａ」をご活用ください

ＴＫＣシステム
から“かんたん”
起動

システム利用中
の“困った”を
即解決

システムＱ＆Ａ
以外にも役立つ
情報満載

① システムＱ＆Ａ

② 税務情報Ｑ＆Ａ

① システムＱ＆Ａ
これまで寄せられたご質問のなかから、問い合わせ件数の多いものをQ&A形式で掲載しています。検索機能により、シ
ステム利用上の疑問点や不明点を迅速かつ的確に解消することができます。

② 税務情報Ｑ＆Ａ
これまでTKC税務研究所に寄せられたご質問とその回答を、体系化して掲載しています。検索機能により、法人税だけで
なく他の税目のQ&Aについても横断的に検索できます。

「オンラインQ&A」とは、TKC システムを利用中に
発生する操作方法や税務情報に関する不明点を、
TKC システムから“クリック一つ”で簡単にご確認
いただけるサービスです。
皆さまから寄せられた「よくある質問」をカテゴリご
とにQ&A 形式で掲載しており、検索も楽々。
システムを利用中に“困ったな”ということがあれば、
ぜひ「オンラインQ&A」をご利用ください。
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「オンラインＱ＆Ａ」は随時更新しています
掲載内容は、法令改正やシステム改訂、お問い合わせ内容を踏まえて、随時追加・
更新しています。
平成２８年は、ＡＳＰ１０００Ｒが４８件、eTaxEffectが３６件の「システムＱ＆Ａ」を新たに
追加しました。

質問内容 整理番号

第６号様式の［１７］欄と「均等割額［１８］」の均等割年額欄が印刷されません（東京都）。 80061

東京都特別区に所在していた事業所（本店）が、期中に他の特別区に移転した場合の入力は？ 80063

平成２７年度で複数の版数のＤＶＤがある場合、最新版のみインストールすればよいですか？ 80075

「必須項目の省略はできません」というエラーが表示されて、画面を閉じることができません。 80077

版数の違う複数のＤＶＤがある場合は、最新版のみインストールすればよいですか？ 80075

「必須項目の省略はできません」というエラーが表示されて、画面を閉じることができません。 80079

予定申告の際、新設された事業所の申告書（または税額）が表示されません。対処方法を教えてください。 84148

「中間申告(仮決算)」と「予定申告」の両方を行いたい。処理方法を教えてください。 80330

消費税の税率の変更方法を教えてください。 80988

第６号様式の処理事項(整理番号、事務所、区分、法人番号、申告区分)はどこで入力できますか？ 81073

Windows7、VistaのパソコンにMSEE 2008 R2を登録する手順は？ 81140

地方税の電子申告の際、添付ファイルの容量に上限はありますか？ 81150

法人電子申告システム(ASP1000R)のアンインストール方法を教えてください。 84113

月次試算・四半期試算データを複写元として、年度更新を行えますか？ 84119

「四半期試算・期末試算」のデータで、確定申告の処理は行えますか？ 84121

入力済みのワーキングシートを削除するには？ 84123

代表者氏名は、どこで入力するのですか？ 84125

別表４では別行、５（１）では同一行に合計して表示したい。 84152

前期の修正申告税額を、当期の予定申告に複写できますか？ 84138

7号様式の「法人税法の規定によって計算した法人税額・・⑧」欄の金額が、自治体のものと異なる理由 84142

経理責任者の署名は省略できますか。 84127

前期の確定申告データを複写元に予定申告ＤＢを作成したいが、複写元の一覧に表示されません。 84146

地方税の予定申告で均等割のみ申告したい。 84148

予定申告税額を直接入力できますか？ 84150

「国内事務所等の住所情報」に登録済みの事務所を削除したい。どうすればよいですか？ 84182

中間分として納付した法人税割額、均等割額、事業税額はどこに入力すればよいですか？ 84184

別表１６（８）のワーキングシート画面で、「最終年度の計算方法」が選択できません。 84186

第２２号の２様式が本店所在地の市町村の分しか印刷されません。 84188

「データベース名」は、何を入力すればよいですか？ 84176

第２０号様式の「還付請求税額」欄に金額が印刷されないのはなぜですか。 84190

第２０号様式の「還付を受けようとする金融機関及び支払方法」が表示されない。 84229

「セキュリティ保護のため、アクティブコンテンツは表示されないよう、制限されています」 81538

「事業所等のある市町村の数が１つであるため、分割計算が行えません。」 84233

「分割基準の確認」処理が実行されていません。というエキスパートチェックが表示されてしまう。 84235

印刷時に「デフォルトプリンタが存在しません。」というエラーが発生する。どうしたらよいですか。 84237

平成２８年に追加したＡＳＰ１０００Ｒ「システムＱ＆Ａ 」（一部抜粋）

※平成28年１月～12月の追加数
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平成２９年２月吉日 
 
ＡＳＰ１０００Ｒご利用企業 
 ご担当者 各位 

 
株式会社ＴＫＣ 

 
 

平成２８年度ＡＳＰ１０００Ｒ[2017 年 02 月版]改訂内容 
オンデマンド配信のご案内 

 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 平素より、ＡＳＰ１０００Ｒをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 
下記の通り、平成２８年度ＡＳＰ１０００Ｒ[2017 年 02 月版]のシステム改訂内容に関

するオンデマンド映像を配信いたします。平成２８年度版ＡＳＰ１０００Ｒをご利用さ

れる際に、システム・コンサルタントからの説明の復習用としてご活用いただければ幸

いでございます。 
 末筆になりますが、貴社の益々のご発展をお祈りいたします。 

敬具 
 

記 
 
１．システム改訂内容のオンデマンド視聴について 
(1) 視聴料金：無料 
(2) 視聴方法 
  別途ユーザーサポートメールからアクセス先ＵＲＬ、「ユーザ名」、「パスワード」

を送付いたします（平成２９年３月１日(水)配信予定） 
(3) 動画配信時間：約３０分 
(4) 動画配信期間：平成２９年３月１日（水）１０時００分 
          ～平成３０年２月２８日（木）２３時５９分 
  ※なお、視聴用ＤＶＤの作成・配布はお断りいたします。 
   上記期間を経過しますと再視聴等はできません。予めご了承ください。 
 
２．お問合せ先 
  弊社営業担当者までお問合せください。 

以上 
 

− 98 −



Ａ
Ｓ

Ｐ
１

０
０

０
Ｒ

の
サ

ポ
ー

ト
体

制

貴
社

株
式

会
社

Ｔ
Ｋ

Ｃ

契 約 ・ 注 文

年 度 版 シ ス

テ ム 提 供

（ 毎 年 ）

シ
ス

テ
ム

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

Ｔ
Ｋ

Ｃ
全

国
会

中
堅

・
大

企
業

支
援

研
究

会
会

員

コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ

業
務

委
託

運 用 支 援
オ

ン
ラ

イ
ン

Ｑ
＆

Ａ
シ

ス
テ

ム
利

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

シ ス テ ム の

質 問

契 約 の 追 加

更 新

ご
注

意
：

税
理

士
法

に
定

め
る

税
理

士
業

務
を

、
シ

ス
テ

ム
・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

（
税

理
士

）に
依

頼
す

る
場

合
は

、
税

務
顧

問
契

約
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

株
式

会
社

Ｔ
Ｋ

Ｃ
＜

ユ
ー

ザ
企

業
様

向
け

ヘ
ル

プ
デ

ス
ク

＞
T
E
L
 ：

０
１

２
０

－
０

１
６

－
５

８
５

（
フ

リ
ー

ダ
イ

ヤ
ル

）
月

曜
日

～
金

曜
日

９
：
０

０
～

１
８

：
０

０
（
１

２
：
０

０
～

１
３

：
０

０
を

除
き

ま
す

。
土

曜
、

日
曜

、
祝

祭
日

、
年

末
年

始
は

お
休

み
で

す
。

）シ ス テ ム Ｑ ＆ Ａ で

解 決 し な い 場 合

− 99 −



中堅・大企業の税務担当者に必要な基礎知識を、制度から実務まで実践的に学習できます。
TKC税務・会計基礎講座
中堅・大企業の税務ご担当者様向け

休憩中など講師と雑談を交えながら相談ができ、日頃の
業務の悩みも解消できた。（20代女性）

初心者にもわかりやすく、丁寧な解説でした。（30代男性）

演習問題を解くことで、理解が深まりました。（20代女性）

各講座の詳しい【日程】【定員】および【受講料】については裏面をご覧ください。

お申し込みはホームページから（http://www.tkc.jp/） TKCセミナー

受講者の声
（アンケートより抜粋）

連結納税基礎講座
連結納税制度の概要制度編
連結納税申告書の作成実務別表編

連結納税制度の概要・申告書の作成実務を
学びたい方向け

法人税申告書演習講座
法人税申告書の作成の流れを
学びたい方向け

固定資産基礎講座
有形固定資産に関する会計・税務の実務基礎を
体系的に学びたい方向け

税効果会計基礎講座
個別財務諸表編
連結財務諸表編

税効果会計を体系的に
学びたい方向け

消費税基礎講座
消費税の経理実務を体系的に
学びたい方向け

◎経験豊富な税理士・公認会計士がわかりやすく解説
◎ステージに合わせた「担当者の育成」を支援
◎講座と演習を繰り返すことで、頭と手を動かし、実践力を体得

本講座の特長

11月▶3月の
ご案内

2016 2017
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■個人情報の取り扱いについて

当社と同業の企業様からのお申し込みは、本講座への参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申込みいただいたお客様の個人情報は、本講座に関するご連絡および資料等のお届けのために利用いたします。また、今後開催するセミナーのご案内、TKCエクスプレス（官公庁等から発信される会計・税制の

改正情報を迅速にお知らせするメールマガジン）をお送りします。なお、具体的なご要望をいただいた場合には、その内容により提携または協定企業等に連絡することがあります。

＊当社の個人情報保護方針は、http://www.tkc.jp/privacypolicy/をご覧ください。

＊各講座受講料には、テキスト代を含みます。

●開催時間　各講座 10:00 〜 17:00
●開催会場の詳細は、ホームページをご確認ください。

法人税申告書演習講座
●東京　12/16（金）、2/10（金）、3/10（金）●大阪　2/15（水）
■受講料　：30,000円＋税　　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

●東京　12/21（水）、3/21（火）●大阪　2/3（金）

固定資産基礎講座

■受講料　：30,000円＋税　　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

●東京　11/25（金）、12/14（水）、2/23（木）、3/16（木）●大阪　12/6（火）、3/28（火）

消費税基礎講座

■受講料　：30,000円＋税　　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

●東京　12/20（火）、2/17（金）、3/17（金）●大阪　12/13（火）、3/17（金）

【連結財務諸表編】連結財務諸表の作成手続において必要となる税効果会計の基礎を問題演習も含め、1日で学習できます。
●東京　3/23（木）

税効果会計基礎講座

■受講料　：30,000円＋税　　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

■受講料　：30,000円＋税　　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

連結納税基礎講座
●東京【制度編】12/ 6（火）、2/　7（火）
　　　【別表編】12/13（火）、2/14（火）

■受講料 セットコース（全２日間）：55,000円＋税　TKCシステム利用企業特別価格  ：25,000円＋税
　　　　 各講座　　　　　　　 ：30,000円＋税　TKCシステム利用企業特別価格  ：15,000円＋税

定員：東京 25名、大阪 30名

「連結納税制度の概要」の把握から「連結納税申告書」の書き方まで、一連の連結納税の実務に必要な知識を 2日間で学習できます。

法人税申告書の作成演習中心で、別表の作成実務を 1日で学習できます。

有形固定資産に関する会計と税務の基礎知識（取得から決算開示・申告までの一連の流れ）を 1日で学習できます。

消費税の経理実務の基礎を問題演習も含め 1日で学習できます。

【個別財務諸表編】　税効果会計の基礎（計算方法、繰延税金資産の回収可能性の判断、注記）を１日で学習できます。

定員：東京 25名、大阪 30名

定員：東京 25名、大阪 30名

定員：東京 25名、大阪 30名

個別財務諸表編　定員：東京 25名、大阪 30名
連結財務諸表編　定員：東京 25名

●大阪【制度編】3/16（木）
　　　【別表編】3/23（木）

【注意事項】　
◎請求書は、当講座受講後に発行いたしますので、
支払期日までに指定口座へお振込みください。
なお、振込手数料は貴社にてご負担願います。

◎お申し込みはホームページから
　（http://www.tkc.jp/）

受
講
者
様

株
式
会
社
Ｔ
Ｋ
Ｃ

❶ホームページから申込み

❷「受講票」メール送付

❹「請求書」送付

❸講座受講

❺指定口座へ振り込み

本件に関するお問合せ先：  セミナー事務局    担当：奥村（おくむら）・矢野（やの）
E-mail：TKCSeminar@tkc.co.jp

お
申
込
み
か
ら
お
支
払
い

ま
で
の
流
れ
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●月刊誌『戦略経営者』（2017年1月号）に掲載された税効果会計システム（eTaxEffect）のユーザー事例記事を抜き刷りしたものです。本文の社名、商品名は各社の商標
　または登録商標です。

1-1-2　
3B

 

戦
略

経
営

者
１

月
号

 
R

ﾗｸﾃﾝ　
 

製
版

者
 訂

正
回

数
 

色
　

数
 

4 
製

　
版

　
課

 
S

P
 

相
馬

 
1 

楽
天

 
 

12399795 
0241 

− 103 −



そ
う
す
る
と
、
全
て
の
帳
表
が
連
動
更

新
さ
れ
、
結
果
と
し
て
1
時
間
で
完
了

と
い
う
わ
け
で
す
。『eTaxEffect

』
は

顧
問
税
理
士
と
同
時
操
作
が
可
能
な
事

も
早
さ
の
秘
訣
で
し
た
。

和
木
　
こ
の
改
善
案
は
社
内
で
も
評
価

さ
れ
、
社
内
表
彰
制
度
の
「
楽
天
賞
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
最
優
秀
賞
」
を
頂
き
ま
し
た

ね
。

岩
田
　
社
内
で
の
認
知
度
が
上
が
り
、

他
部
署
か
ら
協
力
を
得
や
す
く
な
る
と

い
う
相
乗
効
果
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

受
賞
に
は
思
い
が
あ
っ
て
、
私
達
中
心
メ

ン
バ
ー
だ
け
で
な
く
、
他
部
署
の
担
当

者
も
含
め
た
14
名
の
チ
ー
ム
に
よ
る
成

果
と
し
ま
し
た
。「
皆
で
チ
ー
ム
」
と
思

っ
て
い
る
の
を
伝
え
た
か
っ
た
。
一
方
的

に
資
料
依
頼
さ
れ
督
促
さ
れ
る
の
で
は
、

積
極
的
に
取
り
組
め
な
い
と
思
い
ま
す
。

頂
い
た
資
料
か
ら
計
算
さ
れ
る
税
額
を

お
知
ら
せ
す
る
と
、
よ
り
納
得
し
て
も

ら
え
ま
す
。
効
率
化
に
は
自
動
化
や
ス

キ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
他
部
署
と
の
連

携
が
非
常
に
重
要
で
す
。

谷
　
次
の
目
標
は
人
材
育
成
で
す
か
ね
。

岩
田
　
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
他
の
人

で
も
可
能
に
す
る
こ
と
が
組
織
で
の
役

割
だ
と
思
う
の
で
、
今
年
か
ら
が
本
番

だ
と
思
い
ま
す
。

　
従
来
は
、
支
払
経
費
や
決
算
経
理
、

税
務
相
談
な
ど
の
担
当
部
署
に
ば
ら
つ

き
が
あ
り
人
材
を
育
て
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
新
し
い
一
つ
の
「
Ｔ
ａ
ｘ

チ
ー
ム
」
と
称
し
て
、
各
課
か
ら
の
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
上
流
か
ら
最
終
工

程
ま
で
対
応
で
き
る
人
材
育
成
を
何
よ

り
も
優
先
し
て
始
め
な
け
れ
ば
、
根
本

的
な
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
個
人
の

力
で
は
な
く
、
組
織
力
で
解
決
で
き
る

体
制
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

和
木
　
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
踏
ま

え
て
、
私
の
中
で
税
務
の
イ
メ
ー
ジ
が

変
わ
り
ま
し
た
。
一
つ
ず
つ
紐
解
い
て
も

ら
え
ば
経
理
の
一
部
と
し
て
取
り
組
め
ま

す
。
シ
ス
テ
ム
や
顧
問
税
理
士
さ
ん
に

頼
れ
ま
す
し
、
誰
で
も
税
務
に
関
わ
れ

る
と
思
い
ま
す
。

谷
　
和
木
さ
ん
が
言
う
と
説
得
力
が
あ

り
ま
す
ね
。
2
人
は
税
務
を
始
め
た
ば

か
り
で
す
が
、
ど
う
で
す
か
？

飯
塚
　
子
会
社
出
向
で
、
総
合
的
な
経

理
財
務
業
務
の
把
握
が
非
常
に
大
事
だ

と
痛
感
し
、
特
に
税
務
は
要
に
な
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
知
識
を
使
っ
て
実
際
の

会
社
運
営
に
生
か
せ
る
人
材
を
育
て
て

会
社
組
織
を
強
く
し
て
い
く
の
で
あ
れ

ば
、
社
内
で
の
知
識
共
有
や
Ｏ
Ｊ
Ｔ
こ

そ
必
要
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
面
白
く

な
り
ま
す
ね
。

赤
池
　
い
き
な
り
1
人
で
税
務
担
当
に

は
な
れ
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で
の
担
当
業

務
の
延
長
に
あ
る
税
務
か
ら
、
ナ
レ
ッ

ジ
の
蓄
積
・
共
有
に
参
加
で
き
る
所
が

画
期
的
で
す
。
実
際
は
兼
務
で
時
間
確

保
が
大
変
で
す
が
、
普
段
の
業
務
で
も

色
々
気
付
く
こ
と
は
増
え
て
い
ま
す
。

岩
田
　
私
達
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
に
お

け
る
税
務
の
プ
ロ
を
目
指
し
、
日
々
の
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
税
金
計
算
・
申

告
の
面
で
は
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
と
顧
問
税
理
士
の

方
々
の
力
を
お
借
り
し
て
最
新
の
情

報
・
手
法
を
取
り
入
れ
、
業
務
の
効
率

化
、
迅
速
化
、
正
確
性
の
向
上
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

川
島
　
税
務
は
会
社
の
重
要
な
業
務
の

一
つ
で
す
。
現
場
に
お
け
る
税
務
の
プ
ロ

の
育
成
は
急
務
で
す
。
経
理
部
の
全
員

が
税
務
実
務
を
理
解
で
き
る
よ
う
、
ロ

ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
強
い
組
織
作
り
へ
の
挑
戦

は
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。

検索税効果会計システム

URL http://www.tkc.jp/

〒１62‐8585 東京都新宿区揚場町2‐１軽子坂MNビル5F

0120‐860‐316（ご質問はフリーダイヤルで）

システムの特長

TKCの税効果会計システム（eTaxEffect）
では、複雑化する税効果計算について
業務プロセスを標準化し、早期の個別
財務諸表の確定と連結決算への着手を
可能とします。

❶

❷

❸

未払法人税等および繰延税金資産・
負債の計上仕訳、税効果会計に関す
る注記など、決算業務に必要なデー
タを自動作成することができます。
単体納税制度を採用している企業だ
けでなく、連結納税制度を採用して
いる企業グループでも利用いただけ
ます。
企業グループ各社の別表四の加算・
減算項目や一時差異情報、税額・税
効果計算の計算結果を親会社で一元
的に管理できます。

税効果会計システム

▶最新の税法・実務指針に
　完全準拠。
▶決算時の税額・税効果計算の
　標準化を支援します。

更
な
る
税
務
に
強
い

組
織
を
目
指
し
て

− 104 −



ケ
ー
ジ
報
告
ま
で
の
工
程
を
1
時
間
に

収
め
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
導
入
プ
ロ
セ

ス
に
よ
る
成
果
だ
と
胸
を
張
っ
て
言
え

ま
す
。

和
木
　
ど
う
や
っ
て
1
時
間
で
完
了
さ

せ
た
の
か
、
具
体
的
に
お
話
し
し
な
い
と
。

岩
田
　
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
（
Ｍ

Ｒ
）
設
計
ツ
ー
ル
が
大
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
の
機
能
は
、
自
由
に
設
計
し
た
エ
ク
セ

ル
帳
表
に
『eTaxEffect

』
の
計
算
結
果

が
自
動
的
に
流
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

『eTaxEffect

』
の
数
字
を
変
え
て
も
更

新
ボ
タ
ン
で
連
動
し
て
帳
表
の
数
字
も

変
わ
り
ま
す
。
従
来
は
、
税
前
利
益
な

ど
変
更
が
あ
っ
た
ら
作
り
直
し
で
し
た

が
、
今
は
ボ
タ
ン
一
つ
で
Ｏ
Ｋ
。
し
か
も
、

前
年
と
今
年
の
比
較
等
が
自
由
に
で
き

ま
す
。
こ
の
帳
表
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
上

長
へ
の
説
明
資
料
に
も
な
り
ま
す
。

和
木
　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

岩
田
　
ま
ず
、
一
日
か
け
て
仮
Ｔ
Ｂ
（
残

高
試
算
表
）
の
数
値
を
『eTaxEffect

』

に
入
力
し
ま
す
。
そ
し
て
次
の
日
に
確

定
し
た
一
次
Ｔ
Ｂ
を
基
に
変
化
し
た
部
分

を
更
新
入
力
し
、
Ｍ
Ｒ
設
計
ツ
ー
ル
を

用
い
た
全
て
の
成
果
物
を
完
成
さ
せ
ま

す
。
そ
し
て
最
終
の
二
次
Ｔ
Ｂ
が
固
ま
る

と
、
一
次
と
の
差
だ
け
を
更
新
し
ま
す
。

税効果会計システム（eTaxEffect）ユーザー事例 vol.●

◎楽天株式会社

テ
ム
『eTaxEffect

』
を
部
長
に
提
案
し

ま
し
た
。

和
木
　
初
め
て
な
の
に
、
な
ぜ
Ｔ
Ｋ
Ｃ
の

シ
ス
テ
ム
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

岩
田
　
前
職
の
監
査
法
人
で
多
く
の
企

業
を
監
査
し
た
経
験
か
ら
、
決
算
税
務

は
『eTaxEffect

』
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

税
効
果
を
シ
ス
テ
ム
で
計
算
し
て
く
れ

ま
す
し
。
顧
問
税
理
士
も
、
決
算
税
務

の
コ
ン
サ
ル
が
可
能
な
Ｔ
Ｋ
Ｃ
会
員
の
法

人
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

和
木
　
導
入
プ
ロ
セ
ス
は
長
か
っ
た
で

す
よ
ね
。

岩
田
　
現
状
分
析
と
計
画
に
5
割
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
ま
し
た
ね
。
そ
の
後
、

期
中
デ
ー
タ
で
の
ト
ラ
イ
ア
ル
な
ど
事

前
準
備
を
行
い
、
本
番
を
実
施
。
申
告

も
Ｔ
Ｋ
Ｃ
の
『
Ａ
Ｓ
Ｐ
１
０
０
０
Ｒ
』
を

活
用
し
ま
し
た
。

和
木
　
本
番
は
あ
っ
と
い
う
間
で
、
自

分
の
予
定
を
終
え
た
ら
、
い
つ
の
間
に
か

全
体
も
終
わ
っ
て
い
て
驚
き
ま
し
た
。

岩
田
　
私
は
税
務
と
は
料
理
番
組
の
よ

う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
て
、
火
を
つ
け

た
後
に
次
は
何
を
や
ろ
う
か
考
え
て
は

も
う
遅
い
。
と
に
か
く
事
前
準
備
可
能

な
こ
と
を
洗
い
出
し
て
用
意
し
て
お
き
、

本
番
は
短
時
間
で
全
品
を
同
時
完
成
さ

せ
る
。
つ
ま
り
逆
算
に
よ
る
仕
込
み
が

全
て
で
す
。
税
前
利
益
の
確
定
か
ら
税

金
計
算
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
税
効
果
パ
ッ

75

う
と
思
い
ま
し
た
ね
！

岩
田
　
ま
ず
、
担
当
者
が
バ
ラ
バ
ラ
で

全
体
が
統
括
さ
れ
て
お
ら
ず
無
駄
も
あ

っ
た
の
で
、
税
金
計
算
、
税
効
果
計
算
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
注
記
作
成
そ
し
て
監
査
人
や

各
部
署
と
の
交
渉
も
、
全
て
を
一
度
は
集

約
し
て
最
適
化
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
さ
す
が
に
私
達
2
人
だ
け
で

実
務
を
短
期
間
で
こ
な
す
の
に
は
無
理

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
は
Ｔ
Ｋ
Ｃ
の
シ
ス

実
務
は
初
め
て
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

楽
天
の
決
算
税
務
は
、
顧
問
税
理
士
が

創
業
時
か
ら
の
申
告
ソ
フ
ト
で
税
金
計

算
は
し
て
く
れ
る
も
の
の
、
税
効
果
は

対
応
外
だ
っ
た
の
で
、
渡
さ
れ
た
申
告

書
ド
ラ
フ
ト
Ｐ
Ｄ
Ｆ
か
ら
エ
ク
セ
ル
に
手

入
力
し
て
税
効
果
計
算
や
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
注

記
を
非
常
に
短
期
間
で
作
成
す
る
や
り

方
で
し
た
。

和
木
　
そ
こ
に
、
よ
く
メ
ス
を
入
れ
よ

楽天経理部

左から、
飯塚晃央氏　
谷淳一 税務課課長　
岩田香子氏　
和木美香氏
川島宏司  経理部部長
赤池恵理子氏

Ｍ
Ｒ
設
計
ツ
ー
ル
の
活
用
で

飛
躍
的
効
率
化
を
実
現
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国内最大級のインターネット・ショッピングモールから、金融業、デジタル
コンテンツなど幅広く事業を展開する楽天では、その急成長に追いつくべく、
税務実務に一気にイノベーションを起こすプロジェクトがスタートしていた。
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◎楽天株式会社

吸
収
合
併
や
事
業
譲
渡
な
ど
も
頻
繁
に

あ
る
の
で
、
処
理
が
複
雑
化
し
ま
す
。
楽

天
は
今
や
大
企
業
と
見
な
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
ま
だ
成
長
中
な
の
で
す
。
こ

う
な
る
と
税
務
は
単
な
る
ル
ー
チ
ン
で

は
な
く
な
り
ま
す
。
引
か
れ
た
レ
ー
ル

の
上
を
走
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
レ
ー
ル

を
引
く
知
識
と
行
動
力
が
必
要
で
す
。

そ
れ
が
顕
在
化
し
た
の
が
2
年
前
、
従

来
の
や
り
方
で
決
算
税
務
を
回
す
の
は

も
は
や
限
界
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

和
木
　
何
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

岩
田
　
決
算
短
信
に
は
間
に
合
っ
た
も

の
の
、
決
算
税
務
が
予
定
期
間
内
に
終

わ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
税
務
と
言
っ
て

も
、
納
税
が
目
的
の
申
告
と
、
開
示
が

目
的
の
決
算
税
務
は
異
な
り
ま
す
。
申

告
は
顧
問
税
理
士
に
委
託
で
き
、
2
、

3
カ
月
か
け
ら
れ
ま
す
が
、
決
算
税
務

は
税
金
計
算
に
加
え
、
税
効
果
会
計
や

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
注
記
を
、
企
業
が
主
体
と
な

り
8
営
業
日
程
で
作
成
し
ま
す
。
異
な

る
戦
略
が
必
要
な
の
で
す
。

和
木
　
私
は
税
務
業
務
が
初
め
て
だ
っ

た
の
で
、
決
算
と
申
告
で
税
金
計
算
は

2
回
す
る
、
税
理
士
さ
ん
の
法
的
業
務

範
囲
に
税
効
果
が
な
い
、
な
ど
知
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。

岩
田
　
私
も
監
査
法
人
出
身
で
す
が
、

川
島
　
当
社
は
２
０
１
７
年
で
創
業
20

周
年
を
迎
え
ま
す
。
経
理
部
で
は
、
会

社
の
急
速
な
成
長
に
伴
い
、
既
存
業
務

を
見
直
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
適
用
、
会
計
シ

ス
テ
ム
の
変
更
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
に
見
合
っ
た
会
計
処
理
の
検
討
な
ど

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
目
ま
ぐ
る

し
く
変
化
す
る
環
境
の
中
で
経
理
・
税

務
業
務
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
に
は
、
複

数
の
対
応
事
項
の
優
先
順
位
を
見
極
め
、

総
合
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
特
に
組
織
体
制
や
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
変
更
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
非

常
に
神
経
を
使
っ
て
い
ま
す
。

谷
　
楽
天
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
は
１
億
以

上
の
会
員
に
70
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
独
特
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

「
楽
天
経
済
圏
」
で
す
。
そ
の
規
模
は
サ

ー
ビ
ス
数
の
増
加
に
伴
い
、
年
々
拡
大

し
て
い
ま
す
。
楽
天
グ
ル
ー
プ
は
一
致
団

結
の
意
識
が
強
く
、
グ
ル
ー
プ
内
の
複

数
の
法
人
が
連
携
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
多
い
た
め
、
法
人
単
位
で
計
算
を
行

う
税
務
に
と
っ
て
は
、
論
点
も
増
え
、
大

変
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

岩
田
　
特
に
組
織
再
編
時
は
大
変
で
す
。

事
前
準
備
の
徹
底
で

問
題
点
を
洗
い
出
す
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け
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
封
入
・
発
送
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
ち
ょ
う
ど

当
社
の
申
告
対
象
先
の
市
町
村
す
べ
て

電
子
申
告
に
対
応
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
延
べ
約
７
０
０
団
体

す
べ
て
に
電
子
申
告
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
手
間
や
時
間
の
削
減
は
も

ち
ろ
ん
、
発
送
代
の
節
約
に
も
な
り
ま

し
た
。

―
―
今
後
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

村
中
　『
Ｆ
Ｘ
５
』
は
５
社
が
導
入
済
み
。

現
在
は
も
う
７
社
へ
の
導
入
作

業
を
進
め
て
お
り
、
今
期
中
に

は
グ
ル
ー
プ
全
社
へ
の
導
入
が

完
了
す
る
予
定
で
す
。
会
計
ま

わ
り
の
シ
ス
テ
ム
を
１
社
に
そ

ろ
え
る
こ
と
で
、
ま
と
ま
り
を

よ
く
し
、
決
算
ス
ピ
ー
ド
を
よ

り
速
く
と
い
う
社
内
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
て
い
く
体
制
を
つ
く

っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、『
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
（
Ｍ
Ｒ
）
設
計

ツ
ー
ル
』
と
い
う
便
利
な
機
能
が

『
Ｆ
Ｘ
５
』
と
『eCA-D

RIVER

』

に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
使

用
し
て
管
理
会
計
の
た
め
の
帳

表
が
即
座
に
作
成
で
き
て
す
ぐ

に
分
析
に
入
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
機
能
を
よ
り
生

か
し
て
い
き
な
が
ら
、
経
営
に

役
立
つ
経
理
を
目
指
し
た
い
で

す
ね
。

成
も
楽
に
な
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

益
田
　
四
半
期
ご
と
に
『eConsoliTax

』

を
利
用
し
て
税
額
計
算
を
行
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
こ
れ
も
以
前
の
手
入
力
か

ら
、
Ｆ
Ａ
Ｍ
と
の
デ
ー
タ
連
携
に
な
っ
た

こ
と
で
手
間
が
半
減
し
ま
し
た
。

―
―
償
却
資
産
税
の
電
子
申
告
の
実
践

に
よ
る
効
果
も
大
き
か
っ
た
と
か
。

益
田
　
従
来
は
人
事
総
務
部
と
情
報
シ

ス
テ
ム
部
が
膨
大
な
量
の
申
告
書
（
約

４
０
０
０
枚
）
を
紙
で
印
刷
し
２
週
間
か

固定資産情報（ERP、購買管理システム等、契約書、納品書等）

国税・地方税の電子申告

固定資産管理システム（FAManager）

固定資産台帳、管理帳表
◦固定資産台帳（印刷、切出し） ◦減価償却費確認表  ◦将来10カ年の減価償却費  ◦市区町村の移動履歴等々

資産データの入力 一括登録（読込）
◦既存資産
◦資本的支出
◦市区町村移動
◦除却、リース解約

◦新規取得資産
◦減損
◦任意償却（月額）
◦売却

統合型
会計情報システム

FX5

法人電子申告システム
ASP1000R

連結納税システム
eConsoliTax
e-TAX 連結納税

電子申告システム
e-TAX償却資産

◦既存資産
◦新規取得資産
◦資本的支出
◦減損

◦市区町村移動
◦任意償却（月額）
◦除却、リース解
約

インプット

アウトプット

電子申告で
業務を効率化

データ入力 CSV連携

CSV連携
TKC連結グループソリューション

法人税申告 償却資産税申告仕訳データ
◦取得仕訳
◦売却仕訳

◦除却仕訳
◦減価償却仕訳

◦別表16（1）
◦別表16（4）

◦別表16（2）
◦別表16（6）

◦償却資産申告書
◦種類別明細書

大
路
線
を
走
っ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
を

見
て
も
イ
チ
ネ
ン
前
田
お
よ
び
イ
チ
ネ
ン

ネ
ッ
ト
（
機
械
工
具
）、
イ
チ
ネ
ン
Ｔ
Ａ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
（
空
調
工
具
）、
ジ
コ
ー
（
合
成
樹

脂
）、
ミ
ツ
ト
モ
製
作
所
（
機
械
工
具
）

を
グ
ル
ー
プ
会
社
化
し
、
そ
の
い
ず
れ

も
が
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
発
揮
し
て
グ
ル

ー
プ
を
活
性
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
重

厚
長
大
産
業
の
Ｍ
＆
Ａ
と
し
て
は
レ
ア

ケ
ー
ス
と
い
え
よ
う
。

 

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
ス
タ
ー
ト

　
同
社
の
強
み
は
、
自
動
車
リ
ー
ス
事

業
で
は
、
小
規
模
法
人
に
も
柔
軟
に
対

応
で
き
る
丁
寧
で
現
場
密
着
型
の
営
業

活
動
。
成
長
著
し
い
パ
ー
キ
ン
グ
事
業

で
は
、
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン
グ
『O

ne 
Park

』
の
ほ
か
に
病
院
や
官
公
庁
、
商

業
施
設
な
ど
の
大
型
施
設
の
駐
車
場
に

も
注
力
し
、
自
動
車
リ
ー
ス
事
業
に
劣

ら
な
い
実
績
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
。

　
昨
年
10
月
か
ら
は
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
ス

タ
ー
ト
。
こ
れ
は
、
機
械
工
具
、
空
調

工
具
な
ど
Ｄ
Ｉ
Ｙ
市
場
へ
の
進
出
に
よ

り
、
一
般
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
向
け
の
知
名

度
を
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
戦
略
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
グ
ル
ー
プ
一
体
経
営
の

進
捗
も
強
力
に
進
め
て
お
り
、
た
と
え

ば
子
会
社
の
多
く
に
名
称
に
「
イ
チ
ネ

ン
」
と
い
う
冠
を
か
ぶ
せ
、
よ
り
一
体

感
を
創
出
し
、
知
名
度
を
高
め
よ
う
と

し
て
い
る
の
も
そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
。
あ

る
い
は
、
本
文
中
に
あ
る
通
り
、
会
計
・

税
務
シ
ス
テ
ム
の
刷
新
・
統
一
も
、
グ

ル
ー
プ
各
社
の
親
和
性
を
高
め
る
施
策

で
あ
る
。

　
１
９
６
３
年
に
燃
料
販
売
事
業
で
操

業
し
た
イ
チ
ネ
ン
。
自
動
車
関
連
事
業

を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
も
、
多
角
化
へ

の
翼
を
広
げ
、
今
後
も
前
進
は
続
く
。
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専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、
以
前
は
、
販

売
シ
ス
テ
ム
で
販
売
資
産
の
「
会
計
上
」

の
減
価
償
却
を
行
う
と
と
も
に
、
既
存

の
固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム
で
「
税
務

上
」
の
減
価
償
却
を
行
い
、
そ
れ
ら
を

超
過
不
足
計
算
シ
ス
テ
ム
に
デ
ー
タ
連

携
し
て
別
表
16
（
減
価
償
却
資
産
の
償

却
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
）
を
作

成
。
さ
ら
に
、
超
過
不
足
計
算
シ
ス
テ

ム
か
ら
固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
連

携
し
て
償
却
資
産
デ
ー
タ
と
機
器
リ
ー

ス
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
償
却
資
産
申
告

書
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。

―
―
Ｆ
Ａ
Ｍ
導
入
後
は
？

村
中
　
販
売
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
会
計
上

の
減
価
償
却
費
と
機
器
リ
ー
ス
管
理
シ

ス
テ
ム
か
ら
の
償
却
資
産
内
容
を
Ｆ
Ａ

Ｍ
に
連
携
す
る
と
、
自
動
的
に
超
過
不

足
計
算
が
行
わ
れ
、
別
表
16
や
償
却
資

産
申
告
書
が
作
成
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
販
売
シ
ス
テ
ム
か
ら
販
売
資

産
を
毎
月
１
万
５
０
０
０
件
程
度
読
み

込
ん
で
い
る
会
社
が
あ
り
、
読
み
込
み

時
間
に
30
分
程
度
を
要
し
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
通
常
利
用
す
る
機
能
に
お
い
て

は
、
グ
ル
ー
プ
で
の
総
資
産
は
８
万
件

超
を
登
録
し
て
ま
す
が
、
ス
ピ
ー
ド
は

問
題
な
く
動
作
し
て
い
ま
す
。

―
―
税
額
計
算
や
法
人
税
申
告
書
の
作

討
し
て
い
た
の
で
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
さ
ん
の
統
合

型
会
計
情
報
シ
ス
テ
ム
『
Ｆ
Ｘ
５
』
や

連
結
会
計
シ
ス
テ
ム
『eCA-D

RIVER

』

の
存
在
も
魅
力
的
で
し
た
。
と
い
う
の

も
、
会
計
ま
わ
り
を
同
一
メ
ー
カ
ー
で
統

一
す
る
こ
と
で
、
グ
ル
ー
プ
の
経
理
の
つ

な
が
り
を
強
め
、
効
率
化
が
は
か
れ
る

と
考
え
た
の
で
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
Ｔ

Ｋ
Ｃ
さ
ん
の
営
業
マ
ン
の
方
々
の
真し

ん

摯し

さ

で
し
ょ
う
か
。
導
入
作
業
中
は
パ
ワ
ー

が
必
要
で
す
か
ら
ね
。
フ
ォ
ロ
ー
を
い
た

だ
く
「
人
」
の
善
し
あ
し
は
大
き
く
影

響
し
て
き
ま
す
。
す
で
に
、
グ
ル
ー
プ

会
社
16
社
の
う
ち
10
社
に
導
入
。
旧
個

別
会
計
シ
ス
テ
ム
へ
の
仕
訳
連
携
も
問

題
な
く
行
え
ま
し
た
し
、順
次
『
Ｆ
Ｘ
５
』

に
入
れ
替
え
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
ま
す

ま
す
親
和
性
が
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
導
入
後
、
仕
組
み
が
シ
ン
プ
ル
に

な
っ
た
と
か
。
具
体
的
に
は
？

益
田
　
当
グ
ル
ー
プ
は
リ
ー
ス
業
が
主

業
務
な
の
で
自
動
車
な
ど
の
リ
ー
ス
す

る
た
め
に
保
有
す
る
資
産
（
以
下
、
販

売
資
産
）
を
大
量
に
保
有
し
て
い
ま
す
。

約
７
０
０
の
市
町
村
に

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
電
子
申
告

　
常
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
経
営
で
、

「
前
へ
、
も
っ
と
、
前
へ
」
と
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
通
り
、
右
肩
上
が
り
の
前
進
を
続

け
る
イ
チ
ネ
ン
グ
ル
ー
プ
（
13
期
連
続

増
益
）。
２
０
１
５
年
３
月
期
の
売
上
高

は
７
１
７
億
円
で
前
年
比
６
％
増
。
自

動
車
リ
ー
ス
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業
を

主
力
に
パ
ー
キ
ン
グ
事
業
、
ケ
ミ
カ
ル

事
業
、
空
調
工
具
事
業
な
ど
に
順
次
業

容
を
広
げ
て
い
き
、
２
０
２
０
年
（
創
業

90
年
）
の
目
標
で
あ
る
「
売
上
高
１
０
０

０
億
円
、
営
業
利
益
１
０
０
億
円
、
自

動
車
以
外
の
各
セ
グ
メ
ン
ト
で
グ
ル
ー

プ
全
体
の
営
業
利
益
の
10
％
以
上
」
へ
向

け
て
着
々
と
歩
を
進
め
て
い
る
。
近
年

は
Ｍ
＆
Ａ
を
有
効
に
使
い
な
が
ら
、
拡

企業
トピックス

〝
前
へ
、も
っ
と
、前
へ
〟
を
力
強
く
実
践

益田憲生課長

イチネンの経理を支えるスタッフ
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村中正執行役員

1963年に燃料販売事業で創業以来、自動車リース・メンテナンス事業をコア
としながら、業容を広げ続けるイチネングループ。最近では、M&Aを頻繁かつ有効
に活用し、そのポテンシャルをより高めている。連結経営を実践する中で連結
納税システム『eConsoliTax』に続き、このほどTKCの固定資産管理システム
『FAManager』を導入。村中正執行役員と益田憲生経理課課長に話を聞いた。

固定資産管理システム（FAManager）ユーザー事例固定資産管理システム（FAManager）ユーザー事例

クラウド型固定資産システムを
グループ会計・税務の共通基盤に
クラウド型固定資産システムを

グループ会計・税務の共通基盤に

vol.●vol.●67

◎株式会社イチネンホールディングス

に
間
に
合
わ
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
迷

惑
は
か
け
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
、
当

初
、
提
案
を
断
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

一
時
は
他
社
の
シ
ス
テ
ム
に
決
ま
り
か
け

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
稼
働
時
に
は

当
社
に
絶
対
に
必
要
な
機
能
を
搭
載
し
、

そ
の
後
、
順
次
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く

計
画
の
提
案
が
あ
り
、
再
度
検
討
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
当
社

の
事
情
に
合
わ
せ
た
機
能
の
搭
載
を
期

待
で
き
た
点
に
も
心
が
動
き
ま
し
た
。

益
田
　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
固
定
資
産
明

細
の
登
録
や
デ
ー
タ
連
携
と
同
時
に
、

将
来
10
カ
年
の
減
価
償
却
費
の
発
生
費

が
分
か
る
帳
表
が
作
成
で
き
る
よ
う
設

計
し
て
い
た
だ
い
た
り
も
し
ま
し
た
。
い

ま
で
は
管
理
会
計
上
の
資
料
と
し
て
大

い
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
れ
以
前
に
Ｔ
Ｋ
Ｃ
と
は
連
結
納

税
シ
ス
テ
ム
『eConsoliTax

』
の
導
入

に
実
績
が
あ
り
ま
し
た
。

村
中
　
そ
の
信
頼
感
が
ベ
ー
ス
に
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
で

サ
ー
バ
ー
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
不
要
と
な

り
、
遠
方
か
ら
も
入
力
で
き
る
の
で
グ

ル
ー
プ
会
社
に
も
ス
ム
ー
ズ
に
導
入
が

可
能
だ
と
い
う
こ
と
。
ク
ラ
ウ
ド
運
用

で
き
る
提
案
は
Ｔ
Ｋ
Ｃ
さ
ん
だ
け
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
会
計
・
税
務
ま

わ
り
の
シ
ス
テ
ム
の
全
取
り
替
え
も
検

―
―
Ｔ
Ｋ
Ｃ
の
固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム

（FAM
anager

：
Ｆ
Ａ
Ｍ
）
導
入
の
背
景

は
？

村
中
　
も
と
も
と
他
社
の
会
計
シ
ス
テ

ム
に
付
随
す
る
固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
い
た
の
で
す
が
、
保
守
切

れ
と
な
り
、
後
継
機
に
も
税
制
改
正
へ

の
対
応
な
ど
の
面
で
不
満
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
加
え
、
当
社
は
近
年
Ｍ
＆
Ａ

に
よ
る
拡
大
戦
略
を
と
っ
て
お
り
、
固
定

資
産
の
増
大
に
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
シ
ス
テ
ム

の
導
入
を
決
断
し
、
当
時
、Ｔ
Ｋ
Ｃ
さ
ん
を

含
め
、
お
付
き
合
い
の
あ
っ
た
ベ
ン
ダ
ー

４
社
に
提
案
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

―
―
と
こ
ろ
が
、
当
時
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
に
は
ご

要
望
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

村
中
　
そ
う
な
ん
で
す
。
Ｔ
Ｋ
Ｃ
さ
ん
の

開
発
予
定
だ
っ
た
新
固
定
資
産
管
理
シ

ス
テ
ム
が
、
当
社
の
本
稼
働
希
望
時
期

株式会社イチネンホールディングス
所在地　大阪府大阪市淀川区西中島4-10-6
売上高　717億円（連結）
ＵＲＬ　http://www.ichinenhd.co.jp/

− 112 −



− 113 −



− 114 −



①
ＦＸ

５
か

ら
出

力
さ

れ
る「

会
計

伝
票（

ＱＲ
コ

ー
ド

付
き

）」
と「

証
憑

書
類

」を
連

続
し

て
ス

キ
ャ

ン
し

、Ｔ
ＤＳ

に
取

込
み（

ス
キ

ャ
ン

作
業

の
効

率
化

）
②

ＱＲ
コ

ー
ド

で「
会

計
伝

票
」と

「
証

憑
書

類
」を

、Ｔ
ＤＳ

内
で

関
連

付
け（

帳
簿

と
の

相
互

関
連

性
の

確
保

）

事
前

準
備：

ＴＤ
Ｓに

会
計

伝
票

の「
伝

票
番

号
の

位
置

」を
登

録
①「

会
計

伝
票（

伝
票

番
号

）」
と「

証
憑

書
類

」を
連

続
ス

キ
ャ

ン
し

て
ＴＤ

Ｓに
取

込
み（

ス
キ

ャ
ン

作
業

の
効

率
化

）
②

ＣＳ
Ｖ

デ
ー

タ
で「

伝
票

番
号

」と
「

検
索

項
目

」を
一

括
登

録（
帳

簿
と

の
相

互
関

連
性

の
確

保
）

FX
5

＋

＋
＋

TI
SC

TD
S

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

■ Ｔ
Ｋ

Ｃ
統

合
型

会
計

情
報

シ
ス

テ
ム（

Ｆ
Ｘ

５
）と

Ｔ
Ｄ

Ｓ
と

の
連

携

■ ご
利

用
中

の
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
と

Ｔ
Ｄ

Ｓ
と

の
連

携

会
計

伝
票（

Ｑ
Ｒ

コ
ー

ド
付

き
）と

証
憑

書
類

事
前

準
備：

ＴＤ
Ｓに

「
伝

票
番

号
の

位
置

」を
登

録

①
連

続
ス

キ
ャ

ン
し

て
TD

Sに
取

込
み

〈
ス

キ
ャ

ン
作

業
の

効
率

化
〉

①
連

続
ス

キ
ャ

ン
し

て
TD

Sに
取

込
み

　〈
ス

キ
ャ

ン
作

業
の

効
率

化
〉

②
CS

Vデ
ー

タ
で

　
ＴＤ

Ｓに
一

括
登

録

②
Ｑ

Ｒ
コ

ー
ド

で
関

連
付

け
〈

帳
簿

と
の

相
互

関
連

性
の

確
保

〉

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

▌
東

　
京

　
〒

16
2-

85
85

　
東

京
都

新
宿

区
揚

場
町

2-
1　

軽
子

坂
M

N
ビ

ル
4階

　
TE

L：
03

-3
26

6-
90

55
　

FA
X：

03
-3

26
6-

91
68

▌
名

古
屋

〒
45

0-
00

02
　

愛
知

県
名

古
屋

市
中

村
区

名
駅

4-
23

-1
3　

名
古

屋
大

同
生

命
ビ

ル
5階

　
TE

L：
05

2-
57

1-
11

02
　

FA
X：

05
2-

53
3-

63
30

▌
大

　
阪

〒
54

2-
00

76
　

大
阪

府
大

阪
市

中
央

区
難

波
2-

2-
3　

御
堂

筋
グ

ラ
ン

ド
ビ

ル
8階

　
TE

L：
06

-6
21

2-
86

21
　

FA
X：

06
-6

21
4-

23
20

お
問
い
合
わ
せ

T
K

C
 T

D
S

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
ht
tp
://
w
w
w
.tk
c.
jp
/c
on
so
lid
at
e/
td
s

C
SV

CS
V

の
例

：
伝

票
番

号
と

検
索

項
目

 伝
票

番
号

11
11

11
22

22
22

 取
引

年
月

日
○

年
○

月
○

日
○

年
○

月
○

日

 
金

額
￥

○
○

○
￥

○
○

○

会
計

伝
票

証
憑

書
類

タ
イ

ム
ス

タ
ン

プ
付

与

請
求

書
領

収
書

＋
請

求
書

領
収

書

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

TI
SC

TD
S

伝
票

番
号

で
関

連
付

け
〈

帳
簿

と
の

相
互

関
連

性
の

確
保

〉

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

タ
イ

ム
ス

タ
ン

プ
付

与

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

を
変

更
す

る
こ

と
な

く「
ス

キ
ャ

ン
作

業
の

効
率

化
」と

「
帳

簿
と

の
相

互
関

連
性

の
確

保
」を

実
現

で
き

ま
す

。

便
利

株
式

会
社

TK
C 

企
業

情
報

営
業

部

ⓒ
TK

C 
Pr

in
te

d 
in

 J
ap

an
 2

01
6・

12

ＦＸ
５

と
の

連
携

機
能

を
搭

載
し

、ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

の
要

件
の

一
つ

で
あ

る「
帳

簿
と

の
相

互
関

連
性

の
確

保
」を

強
力

に
支

援
し

ま
す

。

Ｔ
Ｄ

Ｓ
の

導
入

は
、税

務
と

会
計

に
精

通
し

た
専

門
家（

Ｔ
Ｋ

Ｃ
全

国
会

に
加

盟
す

る
税

理
士

・
公

認
会

計
士

）が
サ

ポ
ー

ト
し

ま
す

。
「

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
研

修
サ

ー
ビ

ス
」で

は
、ス

キ
ャ

ン
し

た
デ

ー
タ

の
保

存
か

ら
検

索
ま

で
の

運
用

手
順

を
効

率
的

に
習

得
い

た
だ

け
ま

す
。ま

た
、「

ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

研
修

サ
ー

ビ
ス

」（
任

意
）で

は
、税

理
士

・
公

認
会

計
士

が
ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
と

申
請

手
続

き
に

つ
い

て
ご

説
明

い
た

し
ま

す
。ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
の

適
用

申
請

か
ら

円
滑

な
運

用
ま

で
一

環
し

て
サ

ポ
ー

ト
い

た
し

ま
す

。

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

と
Ｔ

Ｄ
Ｓ

と
の

連
携

税
務
・
会
計
の
専
門
家
に
よ
る
安
心
サ
ポ
ー
ト

20
16

年
12

月
提

供

伝
票

番
号

検
索

項
目

伝
票

番
号

検
索

項
目

＋
請

求
書

領
収

書

＋
請

求
書

領
収

書

請
求

書
領

収
書

請
求

書
領

収
書

伝
票

番
号

検
索

項
目

＋
請

求
書

領
収

書

伝
票

番
号

検
索

項
目

＋
請

求
書

領
収

書

伝
票

番
号

11
11

11
伝

票
番

号
22

22
22

Ｔ
Ｋ
Ｃ
証
憑
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス

T
D

S
（

Ta
x 

D
oc

um
en

t 
St

or
ag

e）
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請
求

書

・
ス

キ
ャ

ン
し

た
証

憑
書

類
の

画
像

を
、税

法
上

求
め

ら
れ

る
最

長
11

年
4ヶ

月
間

*
　

TI
SC

で
安

全
に

お
預

か
り

し
ま

す
。

・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

た
め

、設
備

投
資

や
メ

ン
テ

ナ
ン

ス・
監

視
の

　
必

要
が

な
く

、シ
ス

テ
ム

導
入・

運
用

時
の

負
担

を
大

幅
に

軽
減

で
き

ま
す

。

Ｔ
Ｋ

Ｃ
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

・
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
　

TI
SC

＊
法

人
税

法
第

七
十

四
条

第
一

項
、第

七
十

五
条

の
二

第
一

項
、第

八
十

一
条

の
二

十
二

第
一

項
、第

八
十

一
条

の
二

十
四

第
一

項
、

  
法

人
税

法
施

行
規

則
第

二
十

六
条

の
三

　
附

則
第

一
条

第
一

項
第

二
号

他
部

門
か

ら
証

憑
書

類
を

受
領

本
社

経
理

部
で

起
票

電
子

化
し

た
デ

ー
タ

を
Ｔ

Ｄ
Ｓ

で
取

込
み

会
計

伝
票

と
証

憑
書

類
を

ス
キ

ャ
ン

し
て

電
子

化

本
社

経
理

部
以

外
の

業
務

フ
ロ

ー
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

な
く

導
入

で
き

ま
す

。
ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
の

要
件

を
満

た
し

た
複

合
機

等
を

お
持

ち
で

あ
れ

ば
そ

の
ま

ま
利

用
で

き
ま

す
。

※
ス

キ
ャ

ン
す

る
際

、J
PE

G
形

式
を

指
定

で
き

る
　

機
種

を
ご

用
意

く
だ

さ
い

。

TK
Cは

、「
時

刻
認

証
業

務
認

定
事

業
者（

TS
A）

」と
し

て
、

認
定

を
受

け
タ

イ
ム

ス
タ

ン
プ

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

ま
す

。
一

般
財

団
法

人
日

本
デ

ー
タ

通
信

協
会

か
ら

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
に

対
応

で
き

ま
す

。

TI
SC

で
保

存
電

子
化

し
TD

Sに
取

込
み

受
領

～
起

票
の

フ
ロ

ー
は

変
更

な
し

席
に

い
な

が
ら

す
ぐ

検
索

タ
イ

ム
ス

タ
ン

プ
付

与
領

収
書 強

固
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ー
体

制
の

TI
SC

で
保

存
TI

SC
は

、情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

認
証「

IS
O

/I
EC

 2
70

01
」及

び
、パ

ブ
リ

ッ
ク

ク
ラ

ウ
ド

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
国

際
規

格「
IS

O
/I

EC
 2

70
18

」の
認

証
を

取
得

し
た

、強
固

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
体

制
を

構
築

す
る

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
で

す
。

Ｔ
Ｄ

Ｓ
で

解
決

！

Po
in

t 
1

Po
in

t 
2

Po
in

t 
3

安
心

安
全

タ
イ

ム
ス

タ
ン

プ
局

出
典

：
公

益
社

団
法

人
  日

本
文

書
情

報
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
協

会（
JI

IM
A）

「
増

補
改

訂
  e

-文
書

法
入

門
  平

成
27

年
度

税
制

改
正

の
内

容
説

明
 2

01
5.

06
.0

9」
に

一
部

加
筆

証
憑
書
類
の
ス
キ
ャ
ナ
保
存
な
ら

Ｔ
Ｋ
Ｃ
証
憑
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス（
Ｔ
Ｄ
Ｓ
）

会
計

伝
票

会
計

伝
票

文
書

情
報

管
理

の
標

準
化

を
推

進
す

る
団

体
で

あ
る

、公
益

社
団

法
人

日
本

文
書

情
報

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

協
会

 （
ＪＩＩ

Ｍ
Ａ

）か
ら

、
「

電
帳

法
ス

キ
ャ

ナ
保

存
ソ

フ
ト

法
的

要
件

認
証

」の
第

１
号

認
証

を
取

得
致

し
ま

し
た

。
こ

れ
は

、ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
し

た
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

認
証

す
る

も
の

で
す

。

証
憑

書
類

の
整

理
・

保
存

─
こ

ん
な

お
悩

み
あ

り
ま

せ
ん

か
？

ご
存

じ
で

す
か

？
 ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
の

要
件

緩
和

ス
キ

ャ
ン

画
像

の
保

存
タ

イ
ム

ス
タ

ン
プ

の
付

与
一

連
番

号
等

の
O

CR
読

取
り

画
像

の
保

存
に

関
す

る
機

能
保

存
し

た
画

像
の

閲
覧

画
像

の
差

替
え・

削
除

画
像

の
検

索
項

目
の

登
録

画像
保存

後の
操作

に関
する

機能
タ

イ
ム

ス
タ

ン
プ

の
一

括
検

証
解

像
度

・
階

調
の

確
認

ロ
グ

管
理

シ
ス

テ
ム

管
理

機
能

メ
ニ

ュ
ー

の
利

用
権

限
証

憑
種

類
別

の
閲

覧
権

限

権
限

設
定

の
機

能

「
電

子
計

算
機

を
使

用
し

て
作

成
す

る
国

税
関

係
帳

簿
書

類
の

保
存

方
法

等
の

特
例

に
関

す
る

法
律

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

」
の

一
部

が
改

正
さ

れ
、ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度（
電

子
帳

簿
保

存
法

第
４

条
第

３
項

）の
適

用
要

件
が

緩
和

さ
れ

ま
し

た
。

こ
れ

に
よ

り
、ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
が「

グ
ッ

」と
活

用
し

や
す

く
な

り
ま

し
た

！
※

ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

の
適

用
に

は
、承

認
を

受
け

よ
う

と
す

る
国

税
関

係
書

類
を

ス
キ

ャ
ナ

で
読

み
取

っ
た

電
磁

的
記

録
に

よ
る

保
存

に
代

え
る

日
の

3
月

前
の

日
ま

で
　

に
税

務
署

長
に

対
し

て
申

請
を

行
う

必
要

が
あ

り
ま

す（
電

子
帳

簿
保

存
法

第
６

条
第

２
項

）。

“
本

社
経

理
部

”の
た

め
の

ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

に
対

応
し

た
サ

ー
ビ

ス
で

す
。

─
 T

D
S導

入
後

の
業

務
フ

ロ
ー

 ─

TD
Sの

主
な

機
能

─
ス

キ
ャ

ナ
保

存
制

度
の

要
件

に
完

全
対

応
！

Ｔ
Ｄ

Ｓ
は

、ス
キ

ャ
ナ

保
存

制
度

の
要

件
に

対
応

し
た

ク
ラ

ウ
ド

型
の

ス
ト

レ
ー

ジ
サ

ー
ビ

ス
で

す
。本

社
経

理
部

で
証

憑
書

類
を

ス
キ

ャ
ン

し
、電

子
化

し
た

デ
ー

タ
を

Ｔ
Ｄ

Ｓ
に

取
込

み
ま

す
。取

込
ん

だ
デ

ー
タ

は
、Ｔ

Ｋ
Ｃ

の
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー（

ＴＩ
Ｓ

Ｃ
）に

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

後
、タ

イ
ム

ス
タ

ン
プ

が
付

与
さ

れ
、保

存
さ

れ
ま

す
。ま

た
、財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
と

TD
Sと

の
連

携
に

よ
り

、帳
簿

と
の

相
互

関
連

性
も

確
保

さ
れ

ま
す

。

入
力

方
式

速
や

か（
１

週
間

）
業

務
サ

イ
ク

ル（
１か

月
と１

週
間

）
適

時（
期

限
な

し
）

対
象

書
類

契
約

書
、納

品
書

、送
り

状
、請

求
書

、領
収

書
及

び
こ

れ
ら

の
写

し
※

対
象

を「
３

万
円

未
満

の
契

約
書

・
領

収
書

及
び

こ
れ

ら
の

写
し

」に
限

る
規

制
は

撤
廃

。
契

約
の

申
込

書（
定

型
的

約
款

の
あ

る
も

の
、見

積
書

、注
文

書
、検

収
書

等
）

入
力

期
限

書
類

の
作

成
ま

た
は

受
領

後１
週

間
以

内
書

類
ご

と
の

業
務

サ
イ

ク
ル１

か
月

＋１
週

間
以

内
期

限
な

し（
過

去
分

可
能

）

電
子

署
名

要
→

不
要

要
→

不
要

要
→

不
要

入
力

者
情

報
の

保
存

要
要

要
タ

イム
ス

タ
ン

プ
要

(要
一

括
検

証
)

要
(要

一
括

検
証

)
不

要
→

要
(要

一
括

検
証

)
帳

簿
と

の
相

互
関

連
性

要
要

要
適

正
事

務
処

理
要

件
要

要
不

要
関

連
す

る
帳

簿
の

電
子

保
存

不
要

要
→

不
要

不
要

検
索

機
能

①
取

引
年

月
日

そ
の

他
の

日
付

、取
引

金
額

そ
の

他
主

要
な

記
録

項
目

で
の

検
索

②
日

付
、金

額
の

記
録

項
目

は
、そ

の
範

囲
を

指
定

し
た

検
索

③
二

以
上

の
任

意
の

記
録

項
目

を
組

み
合

わ
せ

て
の

検
索

※
一

連
番

号
等

で
帳

簿
と

の
相

互
関

連
性

を
確

保
し

て
い

る
場

合
は

、当
該

一
連

番
号

等
で

の
検

索
も

必
要

ス
キ

ャ
ナ

原
稿

台
と

一
体

と
な

っ
た

ス
キ

ャ
ナ

解
像

度
20

0d
pi

以
上

階
調

フ
ル

カ
ラ

ー
フ

ル
カ

ラ
ー

フ
ル

カ
ラ

ー
→

グ
レ

ー
ス

ケ
ー

ル
も

可
解

像
度・

階
調

の
保

存
要

要
要

書
類

サ
イ

ズ
の

保
存

要
要

要
→

不
要

関
連

書
類

の
備

付
マ

ニ
ュ

ア
ル

・
事

務
処

理
規

程

証
憑

書
類

の
整

理
に

時
間

を
要

す
る

（
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
）

大
量

で
探

す
の

に
手

間
が

か
か

る
保

存
場

所
の

確
保

が
大

変

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

作
業

月
間

数
百

枚
～

数
千

枚
保

存
場

所
へ

移
動

会
計

監
査

・
税

務
調

査
、他

部
署

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

で
行

っ
た

り
来

た
り

電
子

化
で

整
理

時
間

を
短

縮
！

ク
ラ

ウ
ド

だ
か

ら
保

存
ス

ペ
ー

ス
削

減
！

検
索

機
能

で
必

要
な

デ
ー

タ
を

す
ぐ

に
発

見
！

1
メ

リ
ッ

ト
3

メ
リ

ッ
ト

3万
円

以
上

で
も

対
象

に

書
類

サ
イ

ズ
情

報
が

不
要

に

白
黒

で
も

可
に

電
子

署
名

が
不

要
に

大
幅

緩
和

2
メ

リ
ッ

ト

T
D

S

− 116 −
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